
- 1 - 

新潟市民病院医事業務仕様書 

 

 

本仕様書は、新潟市民病院において業務委託契約により実施される医事業務の仕様を

示すものである。 

 

１ 業務の名称 

 新潟市民病院医事業務 

 

２ 業務の目的 

 患者の外来受診に関する手続き、入退院に関する手続き、診療行為の料金化とこれに

伴う保険請求、診療費の収納、諸法及び公費負担医療制度に係る事務処理、診断書及び

証明書の文書処理等の医事業務を適正、確実に、かつ合理的に行い、病院機能の充実を

図る。 

 

３ 業務の期間 

 令和７年１２月１日から令和１０年１１月３０日 

 

４ 用語の意義 

 この仕様書における用語の意義は次のとおりとする。 

（１）「病院」とは、新潟市民病院をいう。 

（２）「病院職員」とは、新潟市民病院に所属する医師、看護師、医療技術職員、事務

職員等の職員をいう。 

（３）「業務受託者」とは、この業務を受託した会社及び会社の代表者をいう。 

（４）「管理責任者」とは、この業務を受託した会社に所属する従業員で、業務を統括

監督する者をいう。 

（５）「業務従事者」とは、この業務を受託した会社に所属する従業員又病院の書面に

よる承諾を得て再委託した会社に所属する従業員をいう。 

（６）「従事者」とは、管理責任者及び業務従事者をいう。 

 

５ 委託業務項目 

（１）医事課受付業務 

（２）諸法及び公費負担医療制度処理業務 

（３）文書受付及び処理業務 

（４）外来会計業務 

（５）入院会計業務 

（６）収納業務 

（７）レセプト処理業務 
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（８）医事会計システム等マスタ管理及びシステム運用業務 

（９）総合案内業務 

（１０）患者総合支援センター受付業務 

（１１）外来受付業務 

（１２）画像診断受付業務 

（１３）検査受付業務 

（１４）健康管理室受付及び請求業務 

（１５）急患外来受付業務 

（１６）入退院受付業務 

（１７）予約センター業務 

（１８）業務管理業務 

（１９）その他付帯業務 

 

６ 委託業務の基本的運用方針 

（１）適正な業務の遂行 

ア 病院の理念、基本方針及び医療機能を理解し、それに合った的確な業務を行うこ

と。 

 ①病院の理念及び基本方針に沿った業務の運用を基本とし、患者本位の患者サービ

スの提供を行うこと。 

 ②救命救急・循環器病・脳卒中センター、総合周産期母子医療センター及び地域医

療支援病院としての医療機能を理解し、その機能を充分に発揮できるよう病院職

員と協力、連携して業務を遂行すること。 

③災害拠点病院や感染症指定医療機関としての医療機能を理解し、災害又は感染症

発生時にその機能を維持できるよう業務継続体制を構築すること。 

イ 法令等に基づき適正、かつ、確実な業務を行うこと。 

①医療関係法規、医療保険制度及び診療報酬請求制度に基づき、適正に業務を行う

こと。 

②医療関係法規、医療保険制度及び診療報酬請求制度についての情報を収集し、そ

れらの改正に迅速、かつ、確実に対応すること。 

③病院における多様な診療行為に対し、診療報酬請求の可否を明確にし、病院職員

に情報提供するとともに、問い合わせに対応すること。 

④返戻、査定及び未請求の防止又は削減に努めるとともに、発生原因を分析し、そ

の結果に基づいて、診療報酬請求向上対策を策定し、実施すること。 

⑤電子カルテ・オーダリングシステム導入病院に合った診療報酬請求及びレセプト

点検体制を構築し、病院職員と協力連携して適正、かつ、確実な請求を行うこと。 

⑥診療報酬の算定方法やレセプト点検が適正、かつ、確実に行われているか、医事会

計システムメーカー等と協力、連携して定期的に医事会計システム等を点検する

こと。 
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⑦すべての作業において、マニュアル・フローを作成し、病院に提出すること。ま

た、変更があった場合は、その都度再提出すること。業務はマニュアル・フロー

に沿って適正、かつ、確実に行うこと。 

⑧すべての作業において、ダブルチェック等を行うとともに、組織的な点検、監査

を実施できる体制とすること。 

 ウ 個人情報については、法令に従って適正に取扱うこと。 

  ①個人情報は、新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例その他の個人情報の保

護に関する法令等に従って適正な取扱いを行うこと。 

②個人情報保護に関する教育研修を行うこと。 

 エ 医療情報システムについては、新潟市民病院医療情報セキュリティポリシーに従

って適正に取扱うこと。 

①医療情報システムは、新潟市民病院医療情報セキュリティポリシーに従って適正

な取扱いを行うこと。 

②医療情報システムの機能を理解し、その機能を充分に発揮できるよう病院職員及

び医療情報システムメーカー等と協力、連携して対応すること。 

③データ処理については、迅速、かつ、正確に行うこと。 

 オ 診療費の請求及び収納等の取扱いについては、法令に従って適正に取扱うこと。 

  ①診療費の請求及び収納等については、新潟市病院事業使用料及び手数料条例、同

条例施行規程並びに新潟市民病院財務規程に従って適正、かつ、確実な事務処理

を行うこと。 

②病院職員が策定する未収金対策の計画等に協力すること。 

  ③未収金の発生の予防に積極的に取り組むこと。 

  ④交通事故等の団体未収金の発生がないよう適正、かつ確実な事務処理を行うこと。 

  ⑤患者や保険会社等への積極的な連絡、納付勧奨を行い、未収金の発生を防止する

こと。 

（２）患者サービスの向上 

ア 患者に対し、適切な接遇態度で接すること。 

  ①病院の業務に関わる一員であることを認識し、親切、丁寧な接遇態度で接するこ

と。 

  ②適切な身だしなみとすること。 

  ③患者を待たせないこと。待たせる場合でも待つことに対する精神的ストレスを緩

和する方策を取ること。 

  ④患者等からのクレーム又は相談に対しては、真摯で的確に対応すること。 

 イ 患者サービスの向上を図ること。 

  ①常に患者サービス向上のための方策を検討し、実施すること。 

  ②患者にわかりやすい説明を行うこと。 
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  ③患者サービス向上のための接遇等の教育研修を行うこと。 

④医療保険制度、診療報酬請求制度、諸法及び公費負担医療制度等の各種制度につ

いて、患者が制度を知らないことで不利益にならないように十分な説明、制度の

周知を行うこと。 

（３）病院運営及び経営の効率化 

ア 病院経営について、医事業務の面から協力、提案すること。 

①患者及び病院の要望を把握し、それに対して迅速、かつ、的確に対応すること。 

②診療報酬の請求精度を向上させるとともに、その内容の分析や診療報酬改定の影

響調査等を行って病院経営改善に繋がる収益増の具体的提案を行うこと。 

③施設基準の届出について、収益増に繋がる提案を行う等、病院職員に協力するこ

と。 

イ 効率的、かつ、経済的な業務体制を構築すること。 

  ①業務の内容について、質及び量を勘案し、効率的、かつ、経済的な人員配置を行

うこと。 

  ②業務の内容に適合した資格及び経験を有する業務従事者を配置すること。 

③制度や運用方法の変更に伴う業務の質及び量の負担増については、柔軟に対応で

きる体制を取ることとし、現状の業務体制の見直しを図らずに、安易に人員増並

びに委託料の増額を求めないこと。 

ウ 業務の内容について、常に分析して改善を行うこと。 

  ①業務の内容について、統計や患者等からのクレームを生かし、常に分析し、改善

を行うこと。 

  ②業務の内容について、常に適正、かつ、確実に行われているか点検し、迅速化や

業務軽減を図ること。 

 エ 制度や業務運用の知識の研鑽に努め、技術を向上させるための教育研修を行うこ

と。 

  ①医療保険制度、診療報酬請求制度、諸法及び公費負担医療制度等についての知識

の研鑽に努めること。 

  ②業務及び患者サービスの質を向上するために、教育研修を行うこと。 

  ③業務従事者の知識、技術を定着させて、業務及び患者サービスの質を確保する方

策を取ること。 

 オ 病院職員の業務負担の軽減を行うこと。 

  ①病院職員に業務負担をかけない業務運用とすること。 

  ②常に病院職員の業務負担を軽減するための方策を検討し、実施すること。 

 

７ 委託業務内容 

主な業務内容は、下記の（１）から（１９）のとおりとする。なお、業務を行うにあ
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たり、下記の事項に留意すること。 

①業務内容及び場所は、運用の状況により変更する可能があるため、その変更に従い、

柔軟に対応すること。 

②業務時間は、診療及び業務の状況により、事前又は事後処理等が必要なときは延長

変更すること。 

③業務が一時的に輻輳した場合においても、業務の停滞をきたすことのないよう業務

従事者の配置を適切に行うこと。 

④業務に使用するシステム、機器等の更新、入れ替え又は操作方法の変更があった場

合は、その変更に従い、柔軟に対応すること。 

⑤本仕様書に記載のない業務内容が発生した場合は、病院と業務受託者との協議を行

い、下記に記載のある業務に関係があり、付帯して実施する必要がある業務につい

ては、柔軟に対応すること。 

⑥各業務に当該業務を統括する責任者を配置し、病院に報告すること。 

 

（１）医事課受付業務 

 ア．患者案内、誘導及び電話応対 

①患者の案内、誘導、受診等の説明並びに受付機等の操作案内を行う。                  

②電話応対及び各種問い合わせ対応を行う。 

イ．予約の取得 

①新患患者の予約取得の受付を行い、医事会計システムに患者データを登録後、電

子カルテに入力する。 

②予約枠に空きがない場合、医師に受診の可否を確認する。 

ウ．新患及び再来（受付機等が使用不可の場合）の受付  

①受付整理番号票を渡す。 

②新患患者の診療申込書の記入案内、選定療養費等の料金、各種制度、受診等の説

明及び受付を行い、医事会計システムに登録後、電子カルテに入力する。 

③再来患者で受付機等が使用不可の場合の受付を行う。 

エ．保険証等の確認 

①保険証又はオンライン資格確認にて保険資格確認、高額療養費自己負担限度額、

過去の薬剤情報等の提供同意、その他受給者証の確認を行う。また、介護保険受

給者は被保険者証を確認する。 

②マイナンバーを用いてのオンライン資格確認を実施する場合については、必要時

顔認証付きカードリーダーの操作補助等を行う。 

③保険、住所等変更がある場合は、データ修正を行う。 

④保険証その他受給者証が提示できない者、オンライン資格確認にて保険資格の確

認ができない者に対して、他の身分証明となるものを提示させて本人確認を行う。 

 オ．患者データ登録 

  ①新患患者は二重登録を防ぐために来院歴の有無を確認し、患者データ及び保険デ
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ータ等を登録し、電子カルテに入力する。 

  ②再来患者の患者データ及び保険データ等に変更があった場合は、データ修正を行う。 

カ．文書等のスキャン及び管理 

 ①患者が持参した紹介状又は記入した文書等を、必要に応じてコピー、スキャンし、

電子カルテに取り込み、原本は医療情報管理室に届ける。 

キ．診療券の発行及び引き換え 

 ①診療券の発行を行う。 

 ②紛失又は破損した診療券の再発行を行う。 

ク．その他業務 

①受付整理番号票発券機の管理を行う。 

②外来診療に関して医師、看護師及び医師事務作業補助者と連携し、業務運用につ

いて連絡及び調整を行う。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、原則、総合受付とすること。  

○外来受診は紹介・予約制であること、初診は全ての診療科で他医療機関からの紹

介状及び予約が必要であることを十分説明すること。予約枠に空きがない状態に

おいて、受診を希望する場合は、自ら判断せずに医師に受診の可否を確認するこ

と。 

○受診する診療科のトリアージについては、自ら判断せず看護師に確認すること。 

○紹介患者については、必要に応じて病診連携担当と連携し、予約の取得及び受付

を行うこと。 

 

（２）諸法及び公費負担医療制度処理業務 

ア．公費負担医療制度の受付及び請求 

 ①公費負担医療制度対象患者の受付、制度の説明及び手続きを行う。 

 ②公費負担医療について県又は市町村等との連絡を行う。 

 ③公費負担医療について県又は市町村等に請求を行う。 

イ．医療券及び対象患者の管理 

 ①県又は市町村等から送付される医療券等の処理及び管理を行う。 

 ②公費負担医療制度対象患者の受給の把握、患者台帳作成等の管理を行う。 

ウ．公費負担医療制度に関する調定及び収納管理 

 ①公費負担医療及び協力事務費について、県又は市町村等に請求した診療費等の調

定システムへの入力及び書類作成を行い、病院職員へ提出する。 

②公費負担医療及び協力事務費について、県又は市町村等より支払いのあった診療

費等の消し込み等の収納管理を行う。 
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※病院で取扱う主な公費負担医療制度等 

○高齢者の医療の確保に関する法律 

○戦傷病者特別援護法 

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

○障害者総合支援法（育成医療、更生医療及び精神通院医療） 

○身体障害者福祉法 

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

○生活保護法 

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律   

○児童福祉法（小児慢性特定疾病対策及び入院助産） 

○母子保健法（養育医療） 

○特定疾患治療研究事業   

○難病の患者に対する医療等に関する法律    

○肝炎治療特別促進事業 

○新潟県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 

○学校保健安全法 

○公害健康被害の補償等に関する法律      

○石綿による健康被害の救済に関する法律 

○県単又は市単医療費助成制度 

○高額療養費 

○出産育児一時金 

○その他の公費負担医療制度 

※今後、追加又は変更される制度についても対応すること。  

エ．交通事故、労災及び公務災害の受付及び請求 

 ①交通事故（自動車損害賠償保障法）、労災（労働者災害補償保険法）及び公務災

害（国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法）の受付、制度の説明及び

手続きを行う。 

②保険会社等に対する問い合わせ及び連絡を行う。 

③保険会社又は労働基準監督署等に請求を行う。 

オ．対象患者の管理 

 ①対象患者の受給の把握、患者台帳作成等の管理を行う。 

カ．交通事故、労災及び公務災害に関する調定及び収納管理 

 ①保険会社又は労働基準監督署等に請求した診療費等の調定システムへの入力及

び書類作成を行い、病院職員へ提出する。 
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②保険会社又は労働基準監督署等より支払いのあった診療費等の入金通知の確認、

消し込み等の収納管理を行う。 

③交通事故、労災及び公務災害について、請求後一定期間経過して、納付のないも

のについて、保険会社等へ進捗状況の確認と納付勧奨を行う。 

 キ．留置又は収容若しくは犯罪被害の傷病患者の受付及び請求 

①留置又は収容若しくは犯罪被害の傷病患者の受付、制度の説明及び手続きを行う。 

②警察又は刑務所等に診療費等の請求を行う。 

ク．留置又は収容若しくは犯罪被害の傷病患者に関する調定及び収納管理 

①警察又は刑務所等に請求した診療費等の調定システムへの入力及び書類作成を

行い、病院職員へ提出する。 

②警察又は刑務所等より支払いのあった診療費等の消し込み等の収納管理を行う。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、原則、総合受付とすること。 

○受付時間は、午前８時３０分から午後５時００分までとすること。 

○諸法及び公費負担医療制度の各法令等に基づいて業務を行うこと。 

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規

程等法令に基づいて業務を行うこと。 

○諸法及び公費負担医療制度の説明については、患者が制度を知らないことで不利

益にならないように十分な説明、制度の周知を行うこと。 

○各種制度については、教育研修により知識、技術及び技能の取得に努めるととも

に、不明な点は必ず当該制度を所管する県又は市町村等に確認すること。 

○公費負担医療制度による受診は、医師等と連携すること。 

○病院と制度を所管する県又は市町村等との間で契約が必要な公費負担医療制度

について、当該制度の契約の有無を必ず病院職員に確認すること。 

○交通事故等の団体未収金が発生しないよう保険会社等と密に連絡を取り、内容や

経緯について、調定システムに入力すること。請求後一定期間経過して、納付の

ないものについて、保険会社等へ進捗状況の確認と納付勧奨を行うこと。 

○未収金発生に関連するような事項については、督促、催告及び徴収等の際の参考

情報となるため、内容や経緯を調定システムに入力すること。 

 

（３）文書受付及び処理業務 

ア．診断書及び証明書等文書の受付、作成及び交付 

 ①受付整理番号票を渡す。 

 ②診断書及び証明書等の文書記載依頼の受付を行う。 

 ③医師等への記載依頼を行う。 

 ④記載の期限までに記載しない医師等に対して催促する。 

 ⑤文書料を請求し、文書を交付する。 
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イ．県又は市町村等からの文書記載依頼の受付及び処理 

①県又は市町村等からの医師の意見書等文書記載依頼の受付を行う。 

②医師等への記載依頼を行う。 

③記載の期限までに記載しない医師等に対して催促する。 

④県又は市町村等へ送付及び文書料等の請求を行う。 

⑤県又は市町村等より支払いのあった文書料等の消し込み等の収納管理を行う。 

ウ．保険会社等の医師面談の受付及び処理 

 ①保険会社等からの医師面談の依頼を受付する。 

 ②医師と面談日時の調整を行う。 

 ③医師面談後、医師面談料の請求を行う。 

④保険会社等より支払いのあった医師面談料等の消し込み等の収納管理を行う。 

エ．個人情報開示請求の受付 

 ①診療録等の開示請求があった場合は、速やかに病院職員に連絡し対応を引き継ぐ。 

 ②開示決定した診療録等の写しの交付に係るコピー代等の請求及び収納を行う。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、原則、総合受付とすること。 

○受付時間は、午前８時３０分から午後５時００分までとすること。 

○業務を行うにあたり、原則、文書作成支援システムを使用すること。 

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規

程等法令に基づいて業務を行うこと。 

○発行した文書について、諸証明書発行簿を作成し、内容を点検できるように整理

し、病院の指定する期限まで保管すること。 

○文書処理の状況が、確認できるように処理手順、過程を記録し、患者等からの問

い合わせに迅速に対応できる業務運用とすること。 

○患者等から収受した文書は、紛失や汚損のないよう丁寧に扱うこと。 

○文書の交付期間については、複雑かつ特殊なものを除いて、原則、収受の日から

１０日間を期限とし、記載の期限までに記載していない医師に対して催促を行う

とともに、患者等へ遅延の連絡を行うこと。 

○医師への記載依頼については、医師の業務負担を軽減、かつ、患者へ迅速に交付

できる方法を取ること。 

 

（４）外来会計業務 

ア．外来診療会計処理 

 ①外来診療会計を行う。 

 ②診療費等の内容に関する説明を行う。 

 ③患者及び保険者等からの問い合わせに対応する。 

④他の医療機関、福祉施設等の患者以外への診療費等の請求を行う。 

⑤請求した診療費等の調定システムへの入力及び書類作成を行い、病院職員へ提出

する。 
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⑥他の医療機関、福祉施設等より支払いのあった診療費等の消し込み等の収納管理

を行う。 

 イ．外来診療会計データ確認 

①診療会計の内容を確認する。 

②諸法及び公費負担医療制度、治験、自由診療その他特殊な会計処理を必要とする

診療会計の内容について確認する。 

③請求漏れ、誤請求の確認及び処理を行う。 

④オーダー等修正が必要な場合は、医師等に修正を依頼する。 

⑤伝票運用しているデータの入力及び内容確認を行う。 

⑥処方せんの保険番号等を確認する。 

⑦未取り込み、分散データエラー等について保険や診療内容を確認して、修正処理

を行う。 

⑧金融機関納付及びコンビニ収納用納付書（納入通知書）、診療明細書の発行及び

発送を行う。 

ウ．外来ＤＰＣデータのＥＦファイル作成及び提出 

①外来ＥＦファイルの作成を行う。 

②外来ＥＦファイルのデータを厚生労働省から指定されたチェックシステムによ

り検証を行う。 

③チェックシステムにより検出されたエラーの原因調査及び修正を行う。 

④外来ＥＦファイルを入院ＤＰＣデータと一緒に、指定された期日までに厚生労働

省に送付する。 

⑤外来ＥＦファイルを入院ＤＰＣデータと一緒に、指定された期日までにＤＰＣデ

ータ分析支援業務受託者及び病院が指定する団体等へ送付する。  

【留意・注意事項】 

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規

程等法令に基づいて業務を行うこと。 

○手入力する場合は、保険や診療内容に注意して、算定誤りがないようにすること。 

○入力項目に相違がある場合は、必ず医師等に確認したうえで修正すること。 

○初診料、再診料、指導料、管理料その他の算定上注意が必要な項目について疑義

がある場合は必ず医師等に確認すること。 

○受診当日の未収については、必ず患者等へ連絡するとともに、未収金が生じない

よう速やかに金融機関納付及びコンビニ収納用納付書を発送すること。金融機関

納付及びコンビニ収納用納付書の送付後一定期間経過して、納付のないものにつ

いて、患者へ納付勧奨を行うこと。 

○診療費に変更が生じた場合は、速やかに患者等への説明を行い、追加徴収の場合

は金融機関納付及びコンビニ収納用納付書を発送し、還付の場合は還付の手続の

説明を行うこと。 
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○外来ＥＦファイルの作成について、データの精度を向上させるとともに、厚生労

働省、ＤＰＣデータ分析支援業務受託者、病院が指定する団体等への送付が遅れ

ることのないよう、期日を守って作業を行うこと。 

 

（５）入院会計業務 

ア．入院診療会計処理 

 ①毎日定時に、入院診療会計を行い、退院決定時はその都度柔軟に対応する。 

 ②診療費等の内容に関する説明を行う。 

 ③患者及び保険者等からの問い合わせに対応する。 

④他の医療機関、福祉施設等の患者以外への診療費等の請求を行う。 

⑤請求した診療費等の調定システムへの入力及び書類作成を行い、病院職員へ提出

する。 

⑥他の医療機関、福祉施設等より支払いのあった診療費等の消し込み等の収納管理

を行う。 

イ．入院診療会計データ確認 

①診療会計の内容を確認する。 

②諸法及び公費負担医療制度、治験、自由診療その他特殊な会計処理を必要とする

診療会計の内容について確認する。 

③請求漏れ、誤請求の確認及び処理を行う。 

④オーダー等修正が必要な場合は、医師等に修正を依頼する。 

⑤伝票運用しているデータの入力及び内容確認を行う。 

⑥特定入院料等の確認及び修正を行う。  

⑦未取り込み、分散データエラー等について保険や診療内容を確認して、修正処理

を行う。 

⑧会計データのうち、ＤＰＣに関係する手術及び処置データは病院職員が診療録点

検を行う前に連絡する。 

⑨ＤＰＣコーディングに関して必要なデータを、病院職員へ連絡する。 

⑩金融機関納付及びコンビニ収納用納付書、診療明細書の発行及び発送を行う。 

ウ．入院費のお知らせ及び退院証明書の発行 

 ①退院時又は定期に入院費のお知らせと退院証明書を作成し、病棟へ送付又は直接

患者へ配布する。 

エ．入院ＤＰＣデータのＤＥＦＫファイル及び各様式の作成及び提出 

①入院ＤＥＦＫファイル、様式１及び様式４の作成を行う。 

②入院ＤＥＦＨＫファイル及び様式１、３、４の各様式のデータを厚生労働省から

指定されたチェックシステムにより検証を行う。 

③様式４の保険内容等を確認する。 
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④チェックシステムにより検出されたエラーの原因調査及び修正を行う。 

⑤入院ＤＥＦＨＫファイル及び各様式のデータを、指定された期日までに厚生労働

省に送付する。 

⑥入院ＤＥＦＨＫファイル及び各様式のデータを、指定された期日までにＤＰＣデ

ータ分析支援業務受託者及び病院が指定する団体等へ送付する。 

【留意・注意事項】 

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規

程等法令に基づいて業務を行うこと。 

○業務を行う場所は医事課内及び各病棟、手術室等とし、人員の適正な配置に努め

ること。 

○ＤＰＣ担当の病院職員と連携し、精度の維持向上を図ること。 

○手入力する場合は、保険や診療内容に注意して、算定誤りがないようにすること。 

○入力項目に相違がある場合は、必ず医師等に確認したうえで修正すること。 

○算定上注意が必要な項目について疑義がある場合は必ず医師等に確認すること。 

○コーディング等の不備を発見した場合は、速やかに病院職員に連絡すること。 

○会計が終了した診療費については、必ず患者等の納付方法の希望を確認するとと

もに、未収金が生じないよう速やかに金融機関納付及びコンビニ収納用納付書を

発送すること。金融機関納付及びコンビニ収納用納付書の送付後一定期間経過し

て納付のないものについて、患者へ納付勧奨を行うこと。 

○診療費に変更が生じた場合は、速やかに患者等への説明を行い、追加徴収の場合

は金融機関納付及びコンビニ収納用納付書を発送し、還付の場合は還付の手続の

説明を行うこと。 

○入院ＤＥＦＫファイル及び様式１及び様式４の作成について、データの精度を向

上させるとともに、厚生労働省、ＤＰＣデータ分析支援業務受託者、病院が指定

する団体等への送付が遅れることのないよう、期日を守って作業を行うこと。 

○原則、退院当日に会計収納、入院費の連絡ができること。 

   実退院患者に対して入院費の会計作成及び概算作成した患者割合を７５％以上

とすること。また、当日に会計配布した割合を６０％以上とすること。 

 

（６）収納業務 

ア．窓口収納 

 ①現金納入書の発行を行う。 

 ②診療明細書の発行を行う。 

 ③窓口において診療費を収納する。 

イ．自動精算機の操作案内及び管理 

 ①自動精算機の操作案内を行う。 
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 ②自動精算機の収納金の回収、つり銭、用紙の補充及び故障時対応等の管理を行う。 

 ③自動精算機の管理用コンピュータの管理を行う。 

ウ．クレジットカード納付 

 ①窓口及び自動精算機のクレジットカード納付の利用案内を行う。 

 ②カード取扱端末によるクレジットカード納付を行う。 

 ③クレジットカード納付の消し込み等の収納管理を行う。 

 ④指定納付受託者（クレジットカード会社）との連絡、疑義等の照会及び調整を行う。 

 ⑤カード取扱端末の管理を行う。 

エ．金融機関納付及びコンビニ収納用納付書の発行及び収納管理 

①金融機関納付及びコンビニ収納用納付書の発行及び発送を行う。 

②金融機関納付及びコンビニ収納の収納データ受信及び消し込み等の収納管理を

行う。 

③コンビニ収納の収納データ受信用コンピュータ及び専用回線の管理を行う。 

④出納・収納取扱金融機関及びコンビニ収納業務受託者との連絡及び調整を行う。 

オ．医業収益及び医業外収益の調定 

 ①窓口収納、自動精算機、金融機関納付、コンビニ収納、クレジットカード納付、

徴収員領収により収納があった医業収益及び医業外収益について、医事会計シス

テムと調定システムとのデータ連携を確認し、調定兼調定通知書兼収入整理表等

の書類作成を行い、病院へ提出する。 

 ②データ連携や調定に不備があった場合は、原因を調査して修正を行う。 

カ．過誤納金の還付 

 ①過誤納金の還付調書を作成する。 

 ②過誤納金の現金による還付を行う。 

③口座振込による還付の場合は、患者に還付する口座を文書照会する。 

④還付に関するリストを作成し、還付調書及び還付口座照会書とともに、病院に提

出する。 

⑤未還付の還付調書の管理を行う。 

キ．収納金、還付金及びつり銭の管理 

 ①現金と収納データ及び現金と還付データの照合を行う。 

②現金、金融機関納付、コンビニ収納、クレジットカード納付及び徴収員領収のそ

れぞれ収納データ、領収済通知書等、調定システム及び財務会計システムとの照

合を行う。 

③収納金及び病院職員が領収した現金を、病院が指定した日までに集配金業務受託

者に引き渡し、病院口座への払込みを行う。 

④窓口収納金振込通知書、調定兼調定通知書兼収入整理表、納入通知書兼領収証書、

収納金の精査及び照合に使用した書類、自動精算機の収納金の内訳等を作成し、

病院が指定する日までに病院に提出する。 
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⑤つり銭を準備する。 

⑥収納金、還付金及びつり銭等の保管及び管理を行う。 

⑦徴収員領収分の収納金の保管、消し込み及び管理を行う。 

⑧収納金について出納・収納取扱金融機関及び集配金業務受託者との連絡及び調整

を行う。 

ク．患者に対する納付勧奨 

 ①窓口及び電話で未収患者に対して未収が存在することを伝えて、納付の勧奨を行う。 

②窓口及び電話にて納付の勧奨を行っても納付しない未収患者に対して、定期的に

電話による納付の勧奨を行う。入院患者については、入院申込書並びに連帯保証

人記載の有無を確認する。 

 ③納付相談が必要な場合は、速やかに病院職員に連絡し、対応を引き継ぐ。 

ケ．未収リスト、督促状及び催告書の作成 

①未収に関するリストを作成し、病院への提出を行う。 

②督促状及び催告書を作成する。 

③督促に関するリスト及び催告に関するリストを作成して、病院へ提出し、承認を

受ける。 

④督促状及び催告書の封入封緘及び発送を行う。 

⑤納入通知書、督促状及び催告書発送後の収納確認を行う。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、原則、総合受付とすること。  

○受付時間は、午前８時３０分から午後５時００分までとすること。 

○医事課前の自動精算機の利用時間は、午前８時３０分から午後５時００分とする

こと。 

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規

程等法令に基づいて業務を行うこと。 

○収納業務を行うにあたり、業務受託者を地方公営企業法（昭和２７年法律第２９

２号）第３３条の２に基づく、収納事務の受託者とすることとし、業務受託者は、

同法等に基づいて適正に収納業務を行うこと。 

○収納業務及び他の業務における調定並びに収納管理を専従で統括する業務従事

者を配置すること。 

○帳簿等の収納関係書類については、内容を点検できるように整理し、病院の指定

する期限まで保管すること。 

○現金の取扱いに注意し、盗難、強奪及び紛失を防止すること。 

○業務受託者は、業務従事者による不正行為が不可能な業務運用を構築するととも

に、定期的に業務内容、方法を点検すること。 

○つり銭の準備並びに収納金、還付金及びつり銭の両替については、業務受託者が

必要な金額を精査して、業務受託者の責任と負担において行うこと。 
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○現金、金融機関納付、コンビニ収納、クレジットカード納付及び徴収員領収のそ

れぞれ収納データ、領収済通知書等、調定システム及び財務会計システムと照合

を行い、相違する場合は、業務受託者の責任と負担において対応すること。 

○未収金発生防止に係る納付勧奨等を専従で統括する業務従事者を配置すること。 

○未収に関するリスト、督促に関するリスト、催告に関するリスト、督促状及び催

告書の作成については、病院職員と連携し、処理について疑義がある場合は必ず

病院職員に確認すること。 

○電話による納付の勧奨については、１患者につき定期的に複数回行うこと。 

○未収金発生に関連するような事項については、督促、催告及び徴収等の際の参考

情報となるため、内容や経緯を調定システムに入力すること。 

○現金納入書に押印する領収印は別表４に定める領収印を使用すること。また、領

収印は業務受託者の負担において用意すること。 

 

（７）レセプト処理業務 

ア．レセプト作成 

 ①レセプトデータの作成を行う。 

②点検用レセプトの印刷 

イ．レセプト点検 

 ①月毎のレセプト点検のスケジュールを策定し、病院に提出するとともに、グルー

プウェアシステムの掲示板及び直接配布により医師に周知する。 

 ②業務従事者及びレセプトチェックシステムによる事務点検を行う。 

 ③医師に依頼して医師点検を行う。 

 ④高額点数及び中央審査等のレセプトは、診療科部長及び保険・ＤＰＣ委員会によ

る点検を行う。 

 ⑤点検の期限までに点検しない医師に対して催促する。 

 ⑥必要に応じてコメントを作成する。 

 ⑦症状詳記が必要な場合は、医師に記載を依頼し、最終点検時に症状詳記とレセプ

トの内容を確認する。 

ウ．レセプト修正 

 ①点検により疑義があるレセプトは、医師と連携して修正する。 

エ．レセプト集計 

 ①レセプトの集計を行う。 

オ．審査機関への提出及びレセプトオンライン請求 

 ①レセプトオンライン請求による審査機関への提出を行う。 

 ②レセプトオンライン請求対象外のレセプトについて審査機関への提出を行う。 

 ③レセプトオンライン請求システム用コンピュータ及び専用回線の管理を行う。 

 ④診療報酬改定等の制度改正に伴うレセプト電算処理システム及びレセプトオン
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ライン請求の変更等に対応する。 

 ⑤審査機関への提出、レセプト電算処理システム及びレセプトオンライン請求につ

いて、審査機関と連絡及び調整を行う。 

カ．返戻、査定及び未請求レセプト処理 

 ①未請求の保留レセプトの管理を行う。 

 ②未請求の保留レセプトの提出を行う。 

 ③返戻レセプトの管理、修正を行う。 

 ④返戻レセプトの再提出を行う。 

 ⑤再審査請求のための医師との調整を行う。 

 ⑥再審査請求に係る書類を作成し、審査機関へ提出する。 

 ⑦査定された診療費の還付調書を作成し、患者に還付する口座を文書照会する。 

キ．交通事故、労災、及び自由診療分レセプト処理  

①交通事故及び労災等のレセプト処理を行う。 

②治験のレセプト処理を行う。 

③自由診療でレセプトが必要な場合のレセプト作成を行う。 

ク．団体分医業収益の調定及び収納管理 

 ①審査機関等からの団体分医業収益の調定システムへの入力及び書類作成を行い、

病院へ提出する。 

②審査機関等より支払いのあった診療費の調定システムへの入力及び書類作成を

行い、収納管理を行う。 

ケ．返戻、査定及び未請求の債権管理 

 ①返戻、査定及び未請求の債権管理システムへの入力及び書類作成を行い、債権管

理を行う。 

 ②返戻、査定及び未請求の状態、件数、金額及び原因について病院に報告する。 

コ．返戻、査定及び未請求等の請求精度向上の企画立案、原因分析、報告及び対策 

 ①返戻、査定、未請求の防止、削減及び請求精度向上の企画立案を行う。 

 ②返戻、査定、未請求及び請求漏れの原因分析を行う。 

 ③返戻、査定、未請求及び請求漏れの報告を行う。 

④返戻、査定、未請求の防止、削減及び請求精度の向上のための対策を実施する。 

サ．診療報酬算定項目の管理、点検及び調整 

 ①診療報酬算定項目の内容、算定方法について、カルテとレセプトの突合、マスタ

やシステム設定等の定期的な点検と内容精査を行い、結果を病院に報告する。 

 ②点検と内容精査の結果により、改善を行う。 

 ③病院職員への診療報酬請求の可否等の情報提供を行う。 

④診療報酬請求を行うにあたり、算定に必要な事項について病院各部門との調整を

行う。 

⑤病院職員が行う施設基準届出について、算定項目の実績抽出等の協力並びに実施

の可否に関する専門的な提案及びアドバイスを行う。 
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⑥診療報酬算定のシミュレーションを行う。 

シ．診療報酬請求の指導及び問い合わせ対応 

①病院職員からの診療報酬請求の問い合わせ等に対応する。 

②病院職員への診療報酬請求の指導、情報提供及び情報交換を行う。 

③病院職員に対して診療報酬請求に関する研修会及び病院各部門に対して勉強会

を開催する。 

④医師向けの診療報酬マニュアルの作成、修正を行う。 

⑤審査機関からの診療報酬請求の指導及び問い合わせ等に対応する。 

⑥厚生労働省及び県からの適時調査、個別指導、特定共同指導又は監査があった場

合は病院に協力して対応する。 

⑦適時調査、個別指導、特定共同指導又は監査の結果、返還金が生じた場合は、当

該返還金の調査、算出及び問い合わせ対応等を行う。 

 ス．診療報酬改定対応 

①診療報酬改定に伴う診療報酬請求の変更に関する情報収集及び分析を行い、病院

職員へ情報提供を行う。 

②診療報酬改定に伴う病院経営への影響度調査を速やかに行い、病院に報告する。 

③診療報酬改定に伴う病院職員への診療報酬請求の可否等の情報提供を行う。 

④診療報酬改定に伴い、算定に必要な事項について病院各部門との調整を行う。 

⑤病院職員が行う施設基準届出について、算定項目の実績抽出等の協力並びに実施

の可否に関する専門的な提案及びアドバイスを行う。 

⑥診療報酬改定に伴う特掲又は基本診療料の内容精査、実施の可否に関する提案、

助言を行う。 

⑦診療報酬改定の診療報酬請求変更に関する業務運用構築及びマニュアル・フロー

の作成及び改正を行う。 

⑧診療報酬改定の診療報酬請求変更に関するマスタ及び帳票の作成及び点検を行

う。 

⑨診療報酬改定に伴う診療報酬請求変更及び業務運用構築等に関する説明会を開

催する。 

【留意・注意事項】 

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規

程等法令に基づいて業務を行うこと。 

○レセプト処理業務に関して専従で統括する業務従事者を配置すること。 

○病院職員に対して、診療報酬請求の問い合わせ、指導、情報提供及び情報交換を

行うため、電話、定期的に病棟や医局の巡回訪問、院内メール及びグループウェ

アシステムにより、レセプトに関するヘルプデスク構築に努めること。 

○病院職員からの診療報酬請求の問い合わせは、よくある質問（ＦＡＱ）として、

まとめ、病院職員が閲覧できる方法を取ること。 
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○レセプト点検については、医師の業務負担を軽減する方法を取ること。 

○診療報酬算定項目の内容、方法の点検と精査を毎月行うこと。また、病院から要

求した際も適宜行うこと。点検対象及び方法は、業務受託者が企画し、病院が承

認したものとすること。 

 

（８）医事会計システム等マスタ管理及びシステム運用業務 

ア．医事会計システムマスタ管理 

①医事会計システムのマスタの作成、修正、削除及びその作業の検証を行う。 

②マスタ作成、修正及び削除について、病院職員、医事会計システムメーカー及び

中央倉庫等との連絡及び調整を行う。 

③医事コードの管理及び付番を行う。 

④システムにより一括変換できないマスタの作成、修正、削除及びその作業の検証

を行う。 

イ． 債権管理システムマスタ管理 

①債権管理システムのマスタの作成、修正、削除及びその作業の検証を行う。 

②マスタ作成、修正及び削除についての病院職員及び医事会計システムメーカー等

との連絡及び調整を行う。  

ウ．レセプトチェックシステムマスタ管理 

①レセプトチェックシステムのマスタ作成、修正、削除及びその作業の検証を行う。 

②マスタ作成、修正及び削除についての病院職員及び医事会計システムメーカー等

との連絡及び調整を行う。 

③返戻、査定及び未請求の状況によりマスタの作成、修正及び削除を行い、その成

果について検証を行う。 

エ．調定システムマスタ管理 

①調定システムのマスタの作成、修正、削除及びその作業の検証を行う。 

②マスタ作成、修正及び削除についての病院職員及び医事会計システムメーカー等

との連絡及び調整を行う。 

オ．健診システムマスタ管理 

①健診システムのマスタの作成、修正、削除及びその作業の検証を行う。 

②マスタ作成、修正及び削除についての病院職員及び健診システムメーカー等との

連絡及び調整を行う。 

カ．医療情報システム等その他のシステムの連携及び検証 

①医療情報システム等のシステムマスタと医事会計システムマスタとのインター

フェイスについて検証を行い、必要に応じて作成、修正、削除及びその作業の検

証を行う。 

②マスタ検証に基づいて、医事会計システムのマスタ作成、修正及び削除を行い、

医療情報システム等のマスタについて、病院職員及び医療情報システムメーカー

等との連絡及び調整を行う。 
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キ．電子カルテの院内文書の管理 

①電子カルテの院内文書について、医事業務に関係する診断書及び証明書等文書、

算定通知書、感染症発生届等の作成、修正及び削除の管理を行う。 

②院内文書の作成、修正及び削除について、病院職員及び医療情報システムメーカ

ー等との連絡及び調整を行う。 

ク．医療情報システムの運用及び簡易保守 

①医療情報システムの医事業務に使用するコンピュータの操作、運用を行う。 

②用紙やプリンタトナー補充等の簡易保守を行う。 

③医事会計システムについて、病院職員又は医事会計システムメーカー等からの指

示に基づいて簡易なシステム設定及び変更を行う。ただし、病院職員及び医療情

報システム運用オペレータ業務受託者が行うとした場合を除く。 

④医事会計システムについて、処理内容や運用方法について、定期的な点検と内容

精査を行い、結果を病院に報告する。 

⑤医療関係法規、医療保険制度、診療報酬請求制度、諸法及び公費負担医療制度等

の制度改正時において、病院職員や医事会計システムメーカー等と協力、連携し

てシステム改修の対応方法について調整を行う。 

ケ．医療情報システムの業務運用構築 

 ①医療情報システムを使用した業務運用について、病院職員、医療情報システムメ

ーカー等及び医療情報システム運用オペレータ業務受託者等と連携し検討、構築

する。 

 ②医療情報システムの運用の変更に伴い、業務運用及びマニュアル・フローの変更、

修正並びに削除を行う。 

コ．不具合又はシステムダウン時の対応 

①医療情報システムの不具合が発生、発見した場合は、速やかに病院職員又は医療

情報システム運用オペレータ業務受託者へ連絡する。 

②システム不具合の状況に応じて、病院職員又は医療情報システム運用オペレータ

業務受託者と協力、連携して初動対応するとともに、不具合が解消されるまでの

間、適切な代替の運用を構築し、業務遂行する。 

③医療情報システムのシステムダウンが発生した場合は、病院職員又は医療情報シ

ステム運用オペレータ業務受託者へ連絡して初動対応を行う。 

④システムダウンの状況に応じて、病院職員の指示により紙運用の対応を行う。 

⑤システムダウンの対応について、事前に病院職員と連携し紙運用等の検討を行う。 

⑥システムダウンの対応について、訓練に参加する。 

【留意・注意事項】 

○新潟市情報セキュリティポリシー及び新潟市民病院医療情報セキュリティポリ

シーに基づいて業務を行うこと。 
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○マスタ作成、修正、削除及びシステム設定を行う場合は、必ず他のシステムとの

インターフェイス等を考慮し、当該システムを担当する病院職員と連携して作業

すること。 

○医事会計システムの処理内容や運用方法の点検と精査を毎月行うこと。また、病

院から要求した際も適宜行うこと。点検対象及び方法は、業務受託者が企画し、

病院が承認したものとすること。 

 

（９）総合案内業務 

ア．患者及び来院者案内、誘導及び電話応対 

①患者及び来院者の案内、誘導、受診等の説明並びに受付機、自動精算機の操作案

内を行う。              

②電話応対及び各種問い合わせ対応を行う。 

イ．休診及び代診の連絡及び周知 

 ①外来診療の休診及び代診の連絡、調整及び患者への周知を行う。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、総合案内とすること。 

○受付時間は、午前８時から午後５時００分までとすること。  

○受診する診療科のトリアージについては、自ら判断せず看護師に確認すること。 

○代筆や代行した場合は、必ず患者に当該行為について確認すること。 

○受付や待合時において患者の容態が急変した場合は、医師又は看護師に連絡するこ

と。  

 

（１０）患者総合支援センター受付業務 

ア．相談患者等の受付、誘導及び電話応対 

①相談患者等の受付及び到着確認を行う。 

②相談患者等の誘導及び案内を行う。 

③電話応対及び各種問い合わせ対応を行う。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、患者総合支援センターとすること。 

○受付時間は、午前９時００分から午後５時００分までとすること。 

 

（１１）外来受付業務 

ア．患者案内、誘導及び電話応対 

①患者の案内、誘導、受診等の説明を行う。 

②電話応対及び各種問い合わせ対応を行う。 

イ．外来患者の受付 

①外来患者の受付及び到着確認を行う。 

②患者に問診票、体温計等を渡す。 
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③診察中断し検査から戻った患者の到着確認を行う。 

ウ．保険証等の確認 

①保険証又はオンライン資格確認にて保険資格確認、高額療養費自己負担限度額、

過去の薬剤情報等の提供同意、その他受給者証の確認を行う。 

②保険、住所等変更がある場合は、データ修正を行う。 

エ．文書、ＣＤ等のスキャン及び管理 

①患者が紹介状等を持参した場合は、開封し内容を確認して看護師等に渡す。 

②問診票、紹介状、患者の署名が記された同意書、医師等から指示のあった文書等

をコピー、スキャンし、文書等の原本は医療情報管理室に届ける。 

③他医療機関からの画像情報、ＣＤ、心電図の記録等を管理する。 

④他医療機関への診療情報提供書及び画像情報等を発送する。 

⑤医師等が記載した文書を患者等へ発送する。 

オ．診断書等文書の内容確認 

①診察室で発行された紹介状、診断書及び証明書等文書の内容を確認し、料金を算

定する。 

カ．その他業務 

①単純な検査の説明用紙を渡す。 

②看護師等による説明が必要な患者について看護師等への連絡を行う。 

③体温計や事務用品等が不足した場合は補充する。 

④外来診療に関して医師、看護師及び医師事務作業補助者と連携し、業務運用につ

いて連絡及び調整を行う。 

  ⑤外来診療の休診及び代診の連絡、調整及び患者への周知を行う。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、外来受付１から６及びＡ１受付とすること。  

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規程

等法令に基づいて業務を行うこと。 

○診療科、医師、専門外来により運用が異なる場合があるので注意すること。 

 

（１２）画像診断等受付業務 

ア．患者案内、誘導及び電話応対 

①患者の案内、誘導、受診等の説明を行う。 

②電話応対及び各種問い合わせ対応を行う。 

③検査に関する簡単な注意事項等を説明する。 

イ．患者の受付 

①放射線科情報システム（ＲＩＳ）により外来患者の受付を行う。 

②放射線科情報システム（ＲＩＳ）により入院中患者の受付を行う。 
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ウ．保険証等の確認 

①保険証又はオンライン資格確認にて保険資格確認、高額療養費自己負担限度額、

過去の薬剤情報等の提供同意、その他受給者証の確認を行う。 

②保険、住所等変更がある場合は、データ修正を行う。 

エ．問診票及び同意書の記入有無の確認 

 ①造影剤等の問診票の記入の有無を確認する。 

 ②造影剤等の同意書の有無を確認する。 

オ．文書、ＣＤ等のスキャン及び管理 

①問診票、紹介状、患者の署名が記された同意書、医師等から指示のあった文書等

をコピー、スキャンし、またＣＤ等に記録されている画像情報を電子カルテに取

り込み、文書等の原本は医療情報管理室に届ける。 

②他医療機関からの画像情報、ＣＤ、及び心電図の記録等を管理する。 

③他医療機関への診療情報提供書及び画像情報等を発送する。 

④医師、保険会社等から依頼された画像情報を出力する。 

⑤医師等が記載した文書を患者等へ発送する。 

カ．診断書等文書の内容確認 

①診察室で発行された診断書及び証明書等文書の内容を確認し、料金を算定する。 

キ．外来診療会計処理 

 ①外来診療会計を行う。 

 ②診療費等の内容に関する説明及び問い合わせに対応する。 

 ク．外来診療会計データ確認 

①診療会計の内容を確認する。 

②請求漏れ、誤請求の確認及び処理を行う。 

③オーダー等修正が必要な場合は医師等に修正を依頼する。 

④未取り込み、分散データエラー等について保険や診療内容を確認して、修正処理を行う。 

⑤伝票運用しているデータの入力及び内容確認を行う。 

⑥処方せんの保険番号等を確認する。 

⑦システムにより会計を行う場所を判定し、患者へ案内する。 

⑧当日未収となる場合は、金融機関納付及びコンビニ収納用納付書、診療明細書の

発行及び発送を行う。 

ケ．予約の取得、変更及び取消 

①直接来院による予約の取得、変更及び取消を行う。 

②電話による予約の取得、変更及び取消を行う。 

コ．その他業務 

①外来診療及び画像診断検査に関して医師、看護師、医療技術職員及び医師事務作

業補助者と連携し、業務運用について連絡及び調整を行う。 
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【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、放射線受付９、ＣＴ・ＭＲＩ受付１１及び内視鏡・点滴受付Ａ２

とすること。 

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規程

等法令に基づいて業務を行うこと。 

 

（１３）検査受付業務 

ア．患者案内、誘導及び電話応対 

①患者の案内、誘導、受診等の説明を行う。 

②電話応対及び各種問い合わせ対応を行う。 

③検査に関する簡単な注意事項等を説明する。 

イ．患者の受付 

①放射線科情報システム（ＲＩＳ）により患者の受付を行う。 

②採血の患者には、採血整理番号票を渡す。 

③採血の患者の採血容器を用意する。 

④検尿の患者の検尿カップを用意し、バーコードを貼る。 

⑤持ち帰り検査の検体受付を行う。 

ウ．保険証等の確認 

①保険証又はオンライン資格確認にて保険資格確認、高額療養費自己負担限度額、

過去の薬剤情報等の提供同意、その他の確認を行う。 

②保険、住所等変更がある場合は、データ修正を行う。 

エ．文書、ＣＤ等のスキャン及び管理 

①問診票、紹介状、患者の署名が記された同意書、医師等から指示のあった文書等

をコピー、スキャンし、文書等の原本は医療情報管理室に届ける。 

②他医療機関からの画像情報、ＣＤ、心電図の記録等を管理する。 

③他医療機関への診療情報提供書及び画像情報等を発送する。 

④医師等が記載した文書を患者等へ発送する。 

オ．診断書等文書の内容確認 

①診察室で発行された診断書及び証明書等文書の内容を確認し、料金を算定する。 

カ．外来診療会計処理 

 ①外来診療会計を行う。 

 ②診療費等の内容に関する説明及び問い合わせに対応する。 

 キ．外来診療会計データ確認 

①診療会計の内容を確認する。 

②請求漏れ、誤請求の確認及び処理を行う。 

③オーダー等修正が必要な場合は医師等に修正を依頼する。 
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④未取り込み、分散データエラー等について保険や診療内容を確認して、修正処理

を行う。 

⑤伝票運用しているデータの入力及び内容確認を行う。 

⑥処方せんの保険番号等を確認する。 

⑦システムにより会計を行う場所を判定し、患者へ案内する。 

⑧当日未収となる場合は、金融機関納付及びコンビニ収納用納付書、診療明細書の

発行及び発送を行う。 

ク．予約の取得、変更及び取消 

①直接来院による予約の取得、変更及び取消を行う。 

②電話による予約の取得、変更及び取消を行う。 

ケ．その他業務 

①外来診療及び検査に関して医師、看護師、医療技術職員及び医師事務作業補助者

と連携し、業務運用について連絡及び調整を行う。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、採血採尿受付１３及び生理検査受付１４とすること。 

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規程

等法令に基づいて業務を行うこと。 

 

（１４）健康管理室受付及び請求業務 

ア．患者案内、誘導及び電話応対 

①患者の案内、誘導及び受診等の説明を行う。 

②電話応対及び各種問い合わせ対応を行う。 

イ．人間ドック及び健康診断 

①人間ドック及び健康診断の受付を行う。 

②人間ドック及び健康診断の診療会計を行う。 

③事業所等に請求する場合は請求書を作成し、発送する。 

④結果を発送する。 

ウ．各種検診 

①各種検診の受付を行う。 

②各種検診の診療会計を行う。 

③結果票を発送する。 

④個人記録票を取りまとめて、集計表を作成して各団体又は事業所等へ発送する。 

エ．予防接種 

①自由診療分予防接種及び成人の定期予防接種の受付を行う。 

②予防接種の診療会計を行う。 

③接種済証を作成して交付又は郵送する。 
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④小児科で行う予防接種とともに取りまとめて、集計表を作成して新潟市保健所又

は新潟県医師会へ送付する。 

⑤健康管理室で行う病院職員の予防接種の受付及び問診票の配布等を行う。 

オ．妊産婦・乳児健診及び精密健診委託料の請求 

 ①産科・婦人科及び小児科で行う妊産婦・乳児健診及び精密健診の受診票を取りま

とめて、請求書を作成して新潟市保健所や他市町村へ発送する。 

カ．団体分医業収益及び医業外収益の調定及び収納管理 

 ①人間ドック、健康診断、各種検診、予防接種、妊産婦・乳児健診及び精密健診に

ついて事業所及び市町村等に請求した診療費等の調定システムへの入力及び書

類作成を行い、病院へ提出する。 

②人間ドック、健康診断、各種検診、予防接種、妊産婦・乳児健診及び精密健診に

ついて事業所及び市町村等より支払いのあった診療費等の消し込み等の収納管

理を行う。 

キ．その他業務 

①外来診療、人間ドック、健康診断及び予防接種に関して医師、看護師、医療技術

職員及び医師事務作業補助者との連絡並びに調整を行う。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、健康管理室受付７とすること。  

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規程

等法令に基づいて業務を行うこと。 

 

（１５）急患外来受付業務 

ア．患者案内、誘導及び電話応対 

①患者の案内、誘導及び受診等の説明を行う。 

②電話応対及び各種問い合わせ対応を行う。 

イ．急患外来患者の受付 

①医師から連絡のあった患者受診の情報を処置室の看護師へ連絡する。 

②急患外来の新患患者の診療申込書の記入案内、各種制度、受診等の説明及び受付

を行い、医事会計システムに登録後、電子カルテに入力する。また、必要に応じ

て緊急度判定支援システム（ＪＴＡＳ）に登録する。    

③再来患者の受付を行う。また、必要に応じて緊急度判定支援システム（ＪＴＡＳ）

に登録する。 

④患者及び患者の家族等が来院したことを医師又は看護師に連絡する。 

⑤身元不明患者の場合は、患者の荷物の調査や救急隊に対する聞き取り調査を行う。 

⑥診察中断し検査から戻った患者の到着確認を行う。  

ウ．保険証等の確認 

①保険証又はオンライン資格確認にて保険資格確認、高額療養費自己負担限度額、

過去の薬剤情報等の提供同意、その他受給者証等の確認を行う。 
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②保険、住所等変更がある場合は、データ修正を行う。 

③保険証その他受給者証が提示できない者、オンライン資格確認にて保険資格の確

認ができない者に対して、他の身分証明となるものを提示させて本人確認を行う。 

 エ．患者データ登録 

  ①新患患者は二重登録を防ぐために来院歴の有無を確認し、患者データ及び保険デ

ータ等を登録し、電子カルテに入力する。 

  ②再来患者の患者データ及び保険データ等に変更があった場合は、データ修正を行う。 

オ．診療券の発行及び引き換え 

 ①診療券の発行を行う。 

 ②紛失又は破損した診療券の再発行を行う。 

カ．文書、ＣＤ等のスキャン及び管理 

①患者が紹介状等を持参した場合は、開封し内容を確認して看護師等に渡す。 

②問診票、紹介状、患者の署名が記された同意書、医師等から指示のあった文書等

をコピー、スキャンし、また、ＣＤ等に記録されている画像情報を電子カルテに

取り込み、文書等の原本は医療情報管理室に届ける。 

③他医療機関からの画像情報、ＣＤ、及び心電図の記録等を管理する。 

④他医療機関への診療情報提供書及び画像情報等を発送する。 

⑤医師等が記載した文書を患者等へ発送する。 

キ．診断書等文書の内容確認 

①診察室で発行された診断書及び証明書等文書の内容を確認し、料金を算定する。 

ク．急患外来診療会計処理 

 ①急患外来診療会計を行う。 

 ②急患外来診療会計のチェックを行う。 

 ③診療費等の内容に関する説明及び問い合わせに対応する。 

 ケ．急患外来診療会計データ確認 

①診療会計の内容を確認する。 

②請求漏れ、誤請求の確認及び処理を行う。 

③オーダー等修正が必要な場合は医師等に修正を依頼する。 

④未取り込み、分散データエラー等について保険や診療内容を確認して、修正処理を行う。 

⑤伝票運用しているデータの入力及び内容確認を行う。 

⑥当日未収となる場合は、金融機関納付及びコンビニ収納用納付書、診療明細書の

発行及び発送を行う。 

コ．入院患者の受付及び説明 

①入院患者の受付、入院申込書等の記入説明、病衣や個室の利用、入院室料差額等

の料金及びＤＰＣ等の各種制度の説明を行う。 

サ．リストバンドの発行 

 ①必要に応じて入院患者及び外来患者のリストバンドの発行を行う。 
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シ．窓口収納 

 ①現金納入書の発行を行う。 

 ②診療明細書の発行を行う。 

 ③急患外来受付において診療費を収納する。 

ス．自動精算機の操作案内及び管理 

 ①自動精算機の操作案内を行う。 

 ②自動精算機の収納金の回収、つり銭、用紙の補充及び故障時対応等の管理を行う。 

セ．クレジットカード納付 

 ①急患外来受付及び自動精算機のクレジットカード納付の利用案内を行う。 

 ②カード取扱端末によるクレジットカード納付を行う。 

③クレジットカード納付の消し込み等の収納管理を行う。 

 ④指定納付受託者（クレジットカード会社）との連絡、疑義等の照会及び調整を行う。 

⑤カード取扱端末の管理を行う。 

ソ．金融機関納付及びコンビニ収納用納付書の発行 

 ①金融機関納付及びコンビニ収納用納付書の発行及び発送を行う。 

タ．医業収益及び医業外収益の調定 

 ①窓口収納及び自動精算機で収納があった医業収益及び医業外収益の調定システ

ムへの入力及び書類作成を行い、病院へ提出する。 

チ．収納金及びつり銭の管理 

 ①現金と収納データの照合を行う。 

②収納金及びつり銭の保管及び管理を行う。 

③病児保育室の収納金の保管及び管理を行う。 

④徴収員領収分の収納金の保管、消し込み及び管理を行い、病院職員に引き継ぐ。 

ツ．患者に対する納付勧奨 

 ①窓口及び電話で未収患者に対して未収が存在することを伝えて納付の勧奨を行う。 

②窓口及び電話にて納付の勧奨を行っても、納付しない未収患者に対して定期的に

電話による納付の勧奨を行う。 

③納付相談が必要な場合は、平日、午前８時３０分から午後５時１５分の間に病院

職員に連絡し対応を引き継ぐ。 

テ．新潟県広域災害・救急医療情報システムのデータ入力、更新及び管理 

 ①新潟県広域災害・救急医療情報システムについて、病院が指定したデータ入力及

びデータ更新を毎日４回行う。 

 ②新潟県広域災害・救急医療情報システムについて、専用携帯電話により厚生労働

省からデータ入力依頼のメール着信時にデータ入力を行う。 

 ③新潟県広域災害・救急医療情報システムのコンピュータや専用携帯電話の管理を

行う。 
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ト．休日及び夜間の災害発生等の緊急連絡 

 ①休日及び夜間に、災害、医療情報システム等のシステムダウン又は感染症発生若

しくは病院に多数の患者の来院が想定される事案が発生した場合に、管理責任者

に緊急連絡を行う。管理責任者は災害の状況に応じて病院職員へ緊急連絡を行う。 

ナ．患者の介助 

①患者が動けない場合に、院内調剤室まで薬を取りに行く。 

②患者が嘔吐している場合は、ビニール袋を渡し、咳をしている場合は、マスクの着用を促す。 

ニ．救急搬送時の対応 

①カメラモニター等で救急車の到着を確認し、救急車出入口のシャッターの開閉を行う。 

  ②救急車が到着したことを医師、看護師へ連絡する。 

ヌ．その他業務   

①急患外来診療に関して医師、看護師、医療技術職員及び医師事務作業補助者との

連絡及び調整を行う。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、急患外来受付（入退院受付と共用）とすること。 

○２４時間３６５日対応とすること。 

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規程等

法令に基づいて業務を行うこと。 

○疑義、問題及び緊急事態が生じた場合は、管理責任者に連絡、報告し指示を仰ぐとともに、

当直医師や看護師にも連絡、報告し、連携して対応すること。 

○緊急時外来診療室使用時における患者の受付、会計処理等について対応すること。 

○受付や待合時において患者の容態が急変した場合は、医師又は看護師に連絡すること。 

 

（１６）入退院受付業務 

ア．患者案内、誘導及び電話応対 

①患者の案内、誘導を行う。 

②電話応対及び各種問い合わせ対応を行う。 

イ．入院患者の受付及び説明 

①入院患者の受付、入院申込書等の記入説明、病衣や個室の利用、入院室料差額等の料金

及びＤＰＣ等の各種制度の説明を行う。 

②ＤＰＣ等の各種制度について、必要に応じて入院中の患者に病棟にて説明を行う。 

③入院のご案内等その他病院からのパンフレット、チラシ等の配布物を渡す。 

④入院患者に関する病棟との連絡を行う。 

⑤入院患者に関する入院支援担当との連絡を行う。 

ウ．保険証等の確認 

①保険証又はオンライン資格確認にて保険資格確認、高額療養費自己負担限度額、

過去の薬剤情報等の提供同意、その他受給者証等の確認を行う。 



- 29 - 

 エ．患者データ登録 

 ①入院患者の患者データ及び保険データ等に変更があった場合は、データ修正を行う。 

 ②正常新生児（非入院）の患者データを登録する。 

オ．リストバンドの発行 

 ①必要に応じて入院患者のリストバンドの発行を行う。 

カ．入院日時の連絡 

 ①入院日未定で予約した患者に、入院日時の連絡を行う。 

 ②個室利用の希望があった場合は、病棟へ連絡する。 

キ．入院患者照会の受付及び案内 

 ①入院患者照会書の受付及び記入説明を行う。 

 ②電子カルテにより、回答可否を判定する。 

 ③回答可の場合は、照会者に病棟の場所を案内する。回答不可の場合は、照会者に

面会できない旨を説明する。 

 ④電話による照会の場合は、回答できない旨を説明する。 

【留意・注意事項】 

○業務を行う場所は、入退院受付（急患外来受付と共用）及び患者総合支援センター

とすること。  

○時間外及び休日の入退院受付業務は（１５）急患外来受付業務の業務内容とすること。 

○個室利用や転室の希望があった場合は速やかに病棟へ連絡すること。 

 ○電話による入院患者照会については、個人情報保護の観点から回答できないことを

十分に説明すること。 

○入院患者照会について、回答の可否について疑義が生じた場合は自ら判断せずに必

ず病棟に確認すること。 

 

（１７）予約センター業務 

ア．電話応対 

 ①電話応対及び各種問い合わせ対応を行う。 

 ②予約センターにおいて、医事業務に関係のない電話を受理した場合は、電話交換

室に取り次ぐ等の電話応対を行う。 

イ．電話による予約の取得、変更及び取消 

①電話による患者の予約の取得、変更及び取消の受付を行い、医事会計システムに

患者データを登録後、電子カルテに入力する。 

②予約枠に空きがない場合、医師に受診の可否を確認する。 

③事前に休診又は代診が決定している予約について、患者へ連絡する。 

 ウ．患者データ登録 

  ①新患患者は二重登録を防ぐために来院歴の有無を確認し、患者データ等を登録し

て電子カルテに入力する。 

  ②再来患者の患者データ等に変更があった場合は、データ修正を行う。 
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【留意・注意事項】 

○予約センター専用回線（０２５－２８１－６６００） ５回線とすること。 

○受付時間は、午前８時から午後４時までとすること。なお、午前８時から午前１１

時までを当日受診の予約取得及び変更の時間帯とし、午前１１時から午後４時まで

を翌日以降の受診の予約取得及び変更の時間帯とすること。 

○外来受診は紹介・予約制であること、初診は全ての診療科で他医療機関からの紹介

状及び予約が必要であることを十分説明すること。予約枠に空きがない状態におい

て、受診を希望する場合は、自ら判断せずに医師に受診の可否を確認すること。 

○紹介患者については、必要に応じて病診連携担当と連携し、予約の取得及び受付を

行うこと。 

 

（１８）業務管理業務 

ア．委託業務の統括及び監督 

 ①業務の統括及び監督を行う。 

イ．従事者の労務管理 

 ①従事者の労務管理を行う。 

 ②トラブル等の問題のある業務従事者について、改善指導を行う。 

ウ．業務計画及び業務体制の策定 

 ①月次の業務計画及び業務体制を策定し、病院へ提出する。 

 ②業務計画に基づき、業務の進行管理を行う。 

 ③業務計画及び業務体制に変更が生じた場合は、修正して病院へ提出する。 

 ④従事者の名簿を作成し、病院に提出する 

エ．業務報告及び事故発生時の報告 

 ①医事業務報告書（日次、月次及び年次）を作成し、病院へ提出する。 

 ②随時、業務の報告を行う。 

 ③事故発生時について、事故発生等報告書を作成し、病院へ報告する。 

 ④会議、打合せ等の記録を作成し、病院へ提出する。 

オ．病院職員との連絡及び調整 

 ①病院職員及び関連部署との窓口となって連絡及び調整を行う。 

 ②病院職員からの要望及び要求に対応する。 

③病院職員との定例会議に出席し、業務の報告及び調整並びに問題課題の検討を行う。 

④医事業務に関係する会議に、病院職員からの依頼により出席する。 

⑤医事業務に関係する業務運用について、医師、看護師、医療技術職員及び医師事

務作業補助者との連絡及び調整を行う。 

カ．業務運用に関する情報収集、分析及び提案 

 ①医事業務に関する情報収集及び分析を行う。 

 ②他医療機関における業務運用及び実績の調査を行い、病院に報告する。 

 ③待ち時間調査や業務処理時間調査を行い、その結果について分析し、病院に報告する。 
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 ④調査結果や分析に基づき、業務運用の改善を行う。 

⑤他医療機関の事例、医事統計及びＤＰＣ分析システム等のデータに基づき、病院

の経営改善又は業務改善の提案を行う。 

キ．法令及び制度の情報収集及び解釈 

 ①医療関係法規、医療保険制度、診療報酬請求制度、諸法及び公費負担医療制度等

の制度の情報収集及び分析を行い、必要に応じて病院に報告する。 

 ②医療関係法規、医療保険制度、診療報酬請求制度、諸法及び公費負担医療制度等

の制度について、制度を所管する県又は市町村等に疑義照会を行い、必要に応じ

て病院に報告する。 

 ③医療関係法規、医療保険制度、診療報酬請求制度、諸法及び公費負担医療制度等の

制度の運用方法について、他医療機関に調査を行い、必要に応じて病院に報告する。 

ク．業務運用構築及びマニュアル・フローの作成、管理及び調整 

 ①業務運用を構築し、マニュアル・フローの作成を行う。 

 ②業務運用に変更が生じた場合は、マニュアル・フローの修正又は削除を行う。 

 ③マニュアル・フローの作成について、病院職員及び関連部署との調整を行う。 

 ④マニュアル・フローについて病院に提出し、承認を受ける。 

ケ．業務従事者の教育研修 

①業務従事者に対して、接遇、医療関係法規、医療保険制度、診療報酬請求制度、

諸法及び公費負担医療制度、業務運用、病院の理念、基本方針、病院の組織、施

設、医療情報システムの操作等、業務に使用するシステム、機器等の備品の使用

方法等、情報セキュリティ、個人情報保護その他業務受託者が業務遂行上必要と

判断するものについて教育研修を行う。 

②教育研修の内容について、必要に応じて病院に確認する。情報セキュリティ及び

個人情報保護については、事前に新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例や

新潟市民病院医療情報セキュリティポリシーとの整合性を確認する。 

③業務従事者に対して、各種法令、制度、業務運用、医療情報システム及び機器等

の備品が変更になった場合について、教育研修を行う。 

④病院職員及びボランティアに対して、必要に応じて教育研修を行う。 

⑤専門学校等からの外部実習生へ教育研修を行う。 

コ．医事統計及び実績の作成 

 ①月毎に病院から指定された医事統計を作成し、病院に提出する。 

 ②年毎に病院から指定された医事統計を作成し、病院に提出する。 

 ③随時で病院の要求に応じて医事統計及び実績を作成し、病院に提出する。 

④随時で病院の要求に応じて医事統計以外の医事業務に関する統計及び実績を作

成し、病院に提出する。 

⑤医事統計及び実績の作成について、病院職員、医療情報システム運用業務及び保
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守業務受託者との連絡及び調整を行う。 

サ．調査、照会及び視察等への対応 

①病院に対する各種調査や照会について、病院の要求に応じて回答の根拠となる実

績等を作成し、病院に提出する。 

②厚生労働省の患者調査の調査票記入等について、病院職員に協力して対応する。 

③病院が行う患者満足度調査や各種アンケートの調査票配布、説明及び回収につい

て、病院職員に協力して対応する。 

④病院視察、医療監視、医療機能評価、適時調査、個別指導、特定共同指導又は監

査について、病院職員に協力して対応する。 

シ．関係機関に対する連絡及び報告 

 ①救急当番輪番制月例報告データを作成し、病院へ提出する。 

 ②医師が作成した感染症発生届等感染症に関する届出書を、病院及び保健所へ提出

する。 

 ③医師が作成した人工妊娠中絶届を、病院及び保健所へ提出する。 

 ④その他関係機関に対する報告又は届出書類を作成し、病院等へ提出する。 

ス．文書管理   

 ①文書（文書、伝票、帳票、ポスター及びチラシ等）の作成及び改訂等を行う。 

 ②文書の作成及び改訂の際は、病院の承認を得る。また、他部門に係るものは、各

種調整を行う。 

 ③掲示が必要な文書、ポスター等を病院内の指定の掲示板に掲示する。 

 ④病院の規定に従い、必要な文書はスキャナーで電子カルテに取り込み、原本は所

管部署に回送する。 

 ⑤保存が必要な文書は、病院指定の場所に保管する。また、所定の保存期間を経過

したものは、病院の指示した場所に搬出し、破棄する。 

 ⑥帳票、パンフレット及び診療券等の在庫管理を行う。 

 セ．クレーム対応 

 ①医事業務に関するクレーム対応を行う。 

 ②クレーム対応について、ご意見処理個票を作成し、病院に報告する。 

 ③クレームの分析を行う。 

 ④クレーム内容に応じた業務の改善及び再発防止を行う。 

⑤業務従事者に対する指導を行う。 

 ⑥医事業務以外のクレームについて、病院職員に引き継ぐ。 

ソ．委員会への出席及び情報提供 

①保険・ＤＰＣ委員会への出席及び事務局運営の支援を行う。 

②保険・ＤＰＣ委員会への返戻、査定及び未請求の状況等の資料作成を行う。 

③医療関係法規、医療保険制度、診療報酬請求制度、諸法及び公費負担医療制度等
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に関する情報提供を行う。 

④保険・ＤＰＣ委員会の議事録を作成し、病院に提出する。 

⑤病院の要求に応じて、外来部門運営委員会等への業務運用の状況や実績の報告を行う。 

⑥その他医事業務に関係する委員会へ必要に応じて出席する。 

【留意・注意事項】 

○新潟市公文書管理条例、新潟市民病院行政文書管理規程及び新潟市民病院財務規程

等法令に基づいて業務を行うこと。 

○アからエの業務は、管理責任者の担当とすること。 

○待ち時間調査や業務処理時間調査を毎月行うこと。また、病院から要求した際も適

宜行うこと。業務処理時間調査の対象及び方法は、業務受託者が企画し、病院が承

認したものとすること。 

○印刷製本が必要な帳票、パンフレット及び診療券等は、毎月末に在庫を確認し、報

告すること。また、在庫が僅少の場合は余裕をもって病院職員へ連絡し、欠品しな

いようにすること。 

 

（１９）その他付帯業務 

ア．患者以外の来院者対応 

  ①受付に来訪した職員等への面会者の取り次ぎ及び案内を行う。 

イ．駐車券無料化処理 

 ①外来患者等の駐車券無料化処理を行う。 

 ②不正、不適切な駐車券無料化処理を防ぐ。 

 ③駐車券無料化処理に関する機器の管理を行う。 

ウ．忘れ物及び落し物対応 

①忘れ物及び落し物について、病院が指定する期間保管した後、病院職員へ引き継ぐ。 

②忘れ物及び落し物について、所有者が判明するものは、所有者へ連絡する。 

 エ．不審者等への対応 

①不審者、騒乱者、迷子及び徘徊者等を発見した場合は病院職員及び警備保安業務

受託者に連絡すること。 

【留意・注意事項】 

○駐車券無料処理機器については、総合受付や総合案内等に設置する。 

○外来患者については、当日受診したことを領収書や受付票にて確認した上で無料化

処理を行う。 

○駐車券無料処理機器は、業務終了後、鍵のかかる書庫にて保管すること。 

 

８ 業務実施日時 

（１）業務日 

①業務日は、平日とすること。 

②下記に掲げる日は原則として業務は行わないものとする。ただし、診療及び業務
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の進捗状況又は業務受託者が必要と認めた場合はこの限りではない。 

○日曜日及び土曜日 

○国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

○１月２日、１月３日及び１２月２９日から同月３１日まで 

（２）業務時間 

①業務時間は、午前８時３０分から午後５時００分までとする。ただし、窓口の受

付時間、診療時間及び業務の進捗状況又は業務受託者が必要と認めた場合はこの

限りではない。 

②業務受託者は、従事者に休日勤務又は時間外勤務をさせる場合は、業務受託者が

判断して、従事者に命令すること。 

③業務受託者は、従事者の業務時間について、医事業務報告書に記載し、別表１の

とおり病院に報告すること。 

（３）上記（１）（２）にかかわらず、急患外来受付及び入退院受付は、交代制により

２４時間３６５日の業務を行うこと。 

 

９ 業務実施場所 

 新潟市中央区鐘木４６３番地７  

 新潟市民病院 

（１）医事課（総合受付含む。） 

（２）予約センター 

（３）総合案内 

（４）患者総合支援センター 

（５）外来受付１、２、３、４、５、６、Ａ１ 

（６）健康管理室受付７ 

（７）放射線受付９ 

（８）ＣＴ・ＭＲＩ受付１１ 

（９）点滴・内視鏡受付Ａ２ 

（１０）採血採尿受付１３ 

（１１）生理検査受付１４ 

（１２）急患外来受付 

（１３）入退院受付 

（１４）各病棟及びその他業務遂行に必要な場所 

  

１０ 業務体制 

（１）管理責任者の配置 

①管理責任者は、常勤１名とすること。 

②管理責任者は、病院に常駐とし、他の医療機関と兼務しないこと。 
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③管理責任者を補佐する副責任者を１名以上配置すること。なお、複数配置する場

合は担当する業務を明確にし、病院に報告すること。 

④契約期間中は、管理責任者をみだりに変更しないこと。退職、死亡等やむを得な

い理由により変更する場合は、事前に病院と協議したうえで（２）に掲げる条件

を満たした者を配置するものとし、変更については業務の質の低下を招かないよ

うにすること。 

⑤管理責任者が休日及び出張等により不在となる場合は、副責任者を病院に常駐さ

せ、その業務にあたる体制とすること。 

（２）管理責任者等の条件 

  業務受託者は、下記に掲げる条件を満たす者を管理責任者等として選定し、病院に

配置すること。 

資格 管理責任者及び副責任者のどちらかは、下記の試験のいずれか１つを合

格したものとすること。（下記試験の内容が変更若しくは廃止になった

場合はそれに準ずる試験） 

日本医療教育財団「医療事務技能審査試験」 

日本医療保険事務協会「診療報酬請求事務能力認定試験」 

技能認定振興協会「医療事務管理士技能認定試験」 

日本医療事務協会「医療事務検定試験」  

医療秘書教育全国協議会「医療秘書技能検定２級以上」 

日本医療教育財団「医師事務作業補助技能認定試験」 

四病院団体協議会及び医療研修推進財団「診療情報管理士」 

日本医療経営実践協会「医療経営士２級以上」 

経験 ①管理責任者は、３００床以上の病床数を有する病院において、３年以

上医事業務全般の指揮命令を行う管理責任者の立場にあった者又は

５年以上副責任者の立場にあった者とすること。上記の資格を有しな

い場合は、５００床以上の病床数を有する病院において、３年以上管

理責任者の立場にあった者又は５年以上副責任者の立場にあった者

とすること。   

②副責任者は、３００床以上の病床数を有する病院において、２年以上

医事業務全般の指揮命令を行う管理責任者又は副責任者や部門責任

者等の立場にあった者とすること。上記の資格を有しない場合は、５

００床以上の病床数を有する病院において、２年以上管理責任者又は

副責任者や部門責任者等の立場にあった者とすること。 

※本項目での病床数とは医療法に定める一般病床をいう。 

（３）管理責任者の責務 

 ①業務全体の趣旨を、よく理解し、その機能を充分に発揮させ、広範、かつ、高度

な知識や技術、豊富な知識によって、患者サービスの向上、効率的な業務の運営

に取り組むこと。 

 ②病院及び患者の要望、現状を的確に把握し、それに対して迅速、かつ、確実に対

応すること。 
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 ③業務従事者を統率監督し、常に的確な指導、教育研修を行うことにより知識の研

鑽に努め、業務を改善し、業務の効率化及び患者サービスの質の向上を図ること。 

 ④業務計画に基づき、遅延なく、円滑、かつ、確実に業務遂行できるよう業務の進

捗管理を行うこと。 

 ⑤病院との窓口として、迅速、かつ、確実に報告、連絡及び相談を行うこと。 

（４）業務従事者の配置 

  ①業務従事者は病院に常駐すること。ただし、レセプト点検専従者はこの限りではない。 

②業務受託者は、業務を適切かつ効率的に遂行する知識、能力を有し、（５）に掲

げる条件を満たす者を業務従事者として病院に配置すること。 

③業務受託者は、業務従事者を変更する場合、業務の質の低下を招かないようにす

ること。 

（５）業務従事者の条件 

  ①前記５（５）入院会計業務に従事する業務従事者は、下記に掲げる資格若しくは

経験を有する者であること。 

②前記５（５）入院会計業務に従事する業務従事者のうち、４名はＤＰＣ対象病院

において当該実務経験を２年以上有する者であること。 

③その他の業務従事者は、下記に掲げる資格若しくは経験を有する者であることが

望ましい。 

④業務従事者は、接遇、医療関係法規、医療保険制度、診療報酬請求制度、諸法及

び公費負担医療制度等、前記７に掲げる業務内容の運用、病院の組織、施設、運

営等及び医療情報システムの操作等の業務遂行に必要な教育研修を受けた者で

あること。 

資格 次の試験のいずれか 1つに合格した者 

日本医療教育財団「医療事務技能審査試験」 

日本医療保険事務協会「診療報酬請求事務能力認定試験」 

技能認定振興協会「医療事務管理士技能認定試験」 

日本医療事務協会「医療事務検定試験」  

医療秘書教育全国協議会「医療秘書技能検定２級以上」 

日本医療教育財団「医師事務作業補助技能認定試験」 

四病院団体協議会及び医療研修推進財団「診療情報管理士」 

（試験の内容が変更若しくは廃止になった場合はそれに準ずる試験） 

経験 保険医療機関において、診療報酬請求事務に２年以上従事した経験を有する者 

（６）業務従事者の責務 

①担当する業務の趣旨を、よく理解し、その機能を充分に発揮させ、円滑かつ適正

な業務の遂行に取り組むこと。 

  ②患者に対して親切、丁寧な接遇を行い、患者サービス向上に努めること。 

  ③常に知識の研鑽に努め、業務の効率化及び患者サービスの質の向上を図ること。 

（７）従事者の報告 

  ①業務受託者は、情報セキュリティの観点及び従事者の条件の確認のため、従事者

の氏名、生年月日、資格、常勤又はパートの区分、担当業務、個人情報取扱の有

無及び経歴を記載した作業従事者名簿を、別表１のとおり病院に提出すること。 
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②業務受託者は、従事者に変更があった場合、速やかに病院に作業従事者名簿を提

出すること。 

③業務受託者は、①と同時に、管理責任者及び副責任者の連絡先を記載した緊急連

絡網を別表１のとおり病院に提出すること。 

④業務受託者は、①と同時に、従事者の担当業務又は配置がわかる組織図を別表１

のとおり病院に提出すること。 

（８）人員の確保及び配置 

 ①業務受託者は、業務を行うにあたり必要な人数の従事者を配置すること。また、

休憩、休息、休暇その他の欠員が生じる間の交代を考慮した人数を確保し、配置

すること。 

  ②業務受託者は、業務の内容又は量若しくは、業務の繁忙等により、従事者の人数

が不足すると判断される場合は、増員又は配置換え等を行い、業務に遅延、質の

低下等を生じさせることがないようにすること。  

  ③業務受託者は、月毎の業務従事者の人数等の業務体制を、業務計画書に記載し、

別表１のとおり病院に提出すること。 

④業務受託者は、日次及び月次の業務体制及び業務状況を医事業務報告書に記載し、

別表１のとおり病院に報告すること。 

 

１１ 再委託又は下請けの禁止 

①業務受託者は、業務の一部又は全部の遂行について、第三者に再委託又は下請けしな

いこと。ただし、あらかじめ病院の書面による承諾を得て、再委託することができる。 

②業務受託者は、①のただし書きにより病院に承諾を求める場合は、再委託先、再委

託の内容、再委託の理由、そこに含まれる情報その他再委託先に対する管理方法等

を文書で提出すること。 

③業務受託者は、①のただし書きにより再委託する場合には、再受託者の当該事務に

関する行為について、病院に対してすべての責任を負うものとすること。 

④業務受託者は、①のただし書きにより再委託する場合には、再受託者に対し、契約

で定める事項を遵守させ、秘密保持誓約書を提出させること。 

⑤業務受託者は、④により再受託者から提出された秘密保持誓約書を、病院に提出す

ること。 

 

１２ 勤務環境 

（１）被服 

  ①業務受託者は、業務に従事する従事者に対して、業務受託者の経費負担により用

意した被服を着用させること。 

  ②被服は、事務職員と判断しやすく、かつ、統一されたデザインとし、あらかじめ

病院と協議を行うこととする。 
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  ③被服は、定期的に洗濯された清潔な状態と品位を保つこと。 

  ④従事者は、病院が貸与した名札を着用すること。なお、離職又は人事異動若しく

は契約の解除となったときは、病院に返却すること。 

（２）労働安全衛生 

  ①業務受託者は、労働関係の法令及び監督官庁の行政指導を遵守し、従事者の福祉、

健康管理及び労働安全衛生に努めること。 

  ②業務受託者は、労働安全衛生規則第４４条に基づく健康診断を、業務受託者の経

費負担により実施し、その記録を保管すること。 

  ③業務受託者は、疾病又は感染症対策の観点により、病院から②の健康診断とは別

に、特定の健康診断又は予防接種等の実施を依頼された場合は、業務受託者の経

費負担により速やかに実施すること。その記録について病院から報告の依頼があ

ったときは応じること。 

  ④業務受託者は、従事者の感染症等の感染防止対策を取ることとし、従事者が感染

症に罹患した場合、患者又は病院職員への感染を防止するため、業務への従事制

限等を行うこと。  

  ⑤業務受託者は、従事者について対象感染症（麻しん・風しん・水痘・ムンプス）

に係る抗体価の確認及びワクチン接種の施行状況を定時的に報告すること。ただ

し、その費用は業務受託者の負担とする。 

（３）通勤 

  ①業務受託者は、従事者の通勤に自動車を使用する際は、病院の敷地外に駐車場を

確保すること。ただし、通勤に自動二輪又は自転車を使用する際は、病院の駐輪

場を使用することができる。 

  ②業務受託者は、従事者が病院の敷地内又は病院周辺の駐車場に違法又は無断駐車

することがないように徹底すること。 

（４）施設 

①業務受託者は、病院内の施設の利用にあたって、病院が定める事項及び病院から

指示があった場合はこれに従うこと。 

②病院内の更衣室、休憩室、売店、レストラン、喫茶店及び理美容室を利用するこ

とができる。当直室は利用不可とする。 

③病院の敷地内は禁煙とすること。病院の敷地外において喫煙する場合は、周辺住

民等に不快感を与えないよう注意すること。 

④業務遂行に不要な私物の携帯電話等の電子機器の執務室への持ち込みは禁止と

する。また、病院内において使用する場合は、使用可能区域のみで使用し、使用

禁止区域では電源を切ること。携帯電話での通話は、通話可能区域のみ可能とし、

それ以外の区域ではメールのみ可能とする。 

⑤病院内の施設利用について、火災、盗難、水、電気の取扱いに十分注意すること。 
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  ⑥管理区域に入退室する一部の従事者に対して、セキュリティカードを貸与する。

セキュリティカードは紛失、盗難に注意し、適正に使用すること。 

 

１３ 教育研修 

①業務受託者は、従事者に対して下記に掲げる内容について必要な基礎知識、技術及び

技能を習得させるために、業務受託者の責任と経費負担により教育研修を行うこと。 

○接遇 

○医療関係法規 

○医療保険制度 

○診療報酬請求制度 

○諸法及び公費負担医療制度 

○７に掲げる業務内容の運用 

○病院の理念、基本方針 

○病院の組織、施設 

○医療情報システムの操作等 

○機器等の備品の使用方法等 

○情報セキュリティ 

○個人情報保護 

○その他業務受託者が業務遂行上必要と判断するもの 

②業務受託者は、①に掲げる教育研修について、スケジュールを業務計画書に記載し、

別表１のとおり病院に提出すること。実施した場合は、教育研修報告書を作成し、

別表１のとおり病院に報告すること。 

③教育研修の内容について、必要に応じて病院と協議すること。情報セキュリティ及

び個人情報保護については、事前に新潟市個人情報の保護に関する法律施行条例や

新潟市民病院医療情報セキュリティポリシーとの整合性を確認すること。 

④業務受託者は、従事中の従事者に対して常にＯＪＴ（職場内研修）を行い、基礎知

識、技術及び技能の向上を行うこと。 

⑤業務受託者は、病院内外で行われる勉強会、研修会、説明会や小集団活動等の教育

研修に参加すること。 

⑥業務受託者は、業務従事者毎に基礎知識、技術及び技能に関する評価を定期的に行

い、業務従事者毎の技能の向上及び管理を行うこと。 

⑦業務受託者は、⑥の評価に基づいて、業務体制を決定すること。 

 

１４ 医療情報システム 

（１）医療情報システムの構成 

  ①別紙の「医療情報システム構成概要」のとおりとする。 

  ②医事業務で利用する主なシステム及び機器は下記のとおりとする。 
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システム及び機器名 メーカー 名称 導入年月（※１） 台数又はライセン

ス数（※２） 

電子カルテ・オーダリ

ングシステム 

富士通 ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭ

ａｒｋ－ＨＸ 

平成３０年１１月 ８４台 

医事会計システム 富士通 ＨＯＰＥ／Ｘ－ＷＩＮ 平成３０年１１月 ８４台 

 

債権管理システム 富士通 ＨＯＰＥ／債権管理シ

ステム 

平成３０年１１月 ６ライセンス 

レセプトチェックシ

ステム 

ＮＴＴデー

タ 

レセプト博士ＮＥＯ 平成２５年１０月 ３ライセンス 

調定システム 富士通 ＨＯＰＥ／調定システ

ム 

平成３０年１１月 ２ライセンス 

医事統計システム 

（ＤＷＨ） 

富士通 ＨＯＰＥ／医事統計シ

ステム 

平成３０年１１月 １０ライセンス 

 

グループウェアシス

テム 

富士通 院内情報Ｗｅｂ 平成３０年１１月 ８４台 

 

ＤＰＣ分析システム メディカル・

データ・ビジ

ョン 

ＥＶＥ 平成２１年７月 ８４台 

（医療情報システ

ムとは未接続であ

るが、全端末から

閲覧可能） 

自動精算機 グローリー ＦＨＰ－２０Ｌ 平成２７年９月 ６台 

再来受付機 ＰＦＵ ＭＥＤＩＡＳＴＡＦＦ 平成３０年１１月 ４台 

※１ 導入年月は、機器更新年月若しくは増設年月。（令和７年１１月更新予定） 

※２ 病院が導入した台数又はライセンスのうち、業務受託者が利用可能なもの。 

③医事業務において業務受託者が利用する端末やプリンタその他の機器の配置場

所及び台数は、別紙「医療情報システム及び機器一覧」のとおりとする。 

（２）医療情報システムの使用 

①業務受託者は、従事者の報告を行い、病院より従事者毎のＩＤの付与を受け、静

脈を登録すること。 

②従事者は、業務遂行に必要な範囲内において病院から付与された医療情報システ

ムの利用権限に基づき、システムを使用すること。特に院内メール、グループウ

ェアシステムの私的利用はしないこと。 

③業務受託者は、業務遂行において、病院から付与された医療情報システムの権限

以外のシステムの使用が必要になった場合は、病院に申し出て協議を行うこと。 
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（３）情報セキュリティ 

  ①業務受託者及び従事者は、業務遂行にあたり、新潟市情報セキュリティポリシー

及び新潟市民病院医療情報セキュリティポリシーの内容を遵守すること。 

②業務受託者は、次に掲げる情報資産について、漏洩、紛失、滅失、棄損、改ざん

及び不正アクセス等を防止し、その適正な管理を図ること。 

○病院において使用する情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報 

○上記の情報が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体 

○診療録及び画像情報等の診療に用いる全ての記録 

 ○病院内での会話を含めた情報資産 

③業務受託者は、業務に係る情報資産を複写又は複製しないこと。ただし、病院の

事前の承諾を得た場合は、この限りではない。 

④業務受託者は、業務に係る情報資産を業務の目的外に使用し、又は、第三者へ提

供しないこと。ただし、病院の事前の承諾を得た場合は、この限りではない。 

⑤業務受託者は、業務に係る情報資産を病院外へ持ち出さないこと。ただし、業務

上において、情報資産を病院外へ持ち出す必要がある場合は、事前に病院の許可

を受けること。この場合は、日時、責任者等、持ち出し先を明確にすること。 

⑥業務受託者は、本業務に係る情報資産の授受を行う場合は、取扱年月日、取扱者

の氏名、数量等を記録の上、授受すること。 

⑦業務受託者は、業務終了後において、情報資産の廃棄をするときは、事前に病院

の承諾を受けるものとして、廃棄に際しては、消磁、破砕、裁断、溶解等の方法

により第三者が復元できないように処分すること。  

 

１５ 備品及び資料等の適正使用 

（１）権利 

  ①業務受託者が、業務遂行のために作成した資料等は、病院の所有物とし、所有権、

著作権等の一切の権利は病院が有するものとする。 

（２）使用又は貸与 

①業務遂行のために必要な施設及び設備については、可能な範囲内において、無償

で業務受託者に使用させる。ただし、病院に許可を得るものとし、病院が業務に

おいて使用する場合はそれを優先すること。 

②業務遂行のために必要な備品及び資料等については、病院が業務受託者に貸与する。 

  ③業務受託者は、備品及び資料等の貸与にあたり必要に応じて借用書を提出すること。 

（３）適正使用 

①業務受託者は、病院から使用許可されている施設及び設備について、滅失又は損

傷の防止を行い、適正に使用すること。 

②業務受託者は、病院から貸与されている備品及び資料等について、情報の漏洩、紛失、

盗難、滅失、棄損、改ざん、不正アクセス等の防止を行い、適正に使用すること。 
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  ③業務受託者は、病院から使用許可されている施設及び設備又は貸与されている備

品及び資料等について、病院の許可なく変型、改造、移転、複写、複製、目的外

使用、持ち出し、廃棄等を行わないこと。 

  ④業務受託者は、病院から貸与されている施設、設備、備品及び資料等について、

業務が完了したとき、又は契約が解除されたときは、内容、数量、処理方法及び

処理経過等を示した書類を添付して、病院若しくは、病院が指定する者に引継ぎ、

返還、若しくは、病院の指示に従い破棄すること。 

  ⑤病院は、業務受託者が①から④の事項を違反した場合又は業務受託者の故意過失

により漏洩、紛失、盗難、滅失、損傷、棄損、改ざん、不正アクセス等があった

場合は、損害の状況により、業務受託者に損害賠償を請求することができるもの

とする。 

 

１６ 経費負担区分 

 業務遂行に必要な経費の負担区分は別表２のとおりとすること。 

 

１７ 個人情報保護及び秘密の保持 

（１）個人情報保護 

①業務受託者は、業務遂行にあたり、個人情報（個人に関する情報であって、氏名、

生年月日その他の記述により特定の個人が識別することができるもの、及びその

情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによ

り特定の個人が識別できるもの、又は識別され得るものをいう。以下同じ。）の

取扱については、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

（２）秘密の保持 

①業務受託者は、業務遂行にあたり知り得た情報を第三者に開示又は漏洩しないこ

と。契約の終了後も同様とする。 

②業務受託者は、業務に従事する従事者、その他の者と①の義務を遵守させるため

の秘密保持契約を締結するなど必要な処置を講ずること。 

 

１８ 業務計画、報告、点検及び引継ぎ 

（１）業務計画 

  ①業務受託者は、月毎の業務計画書を作成し、別表１のとおり病院に提出し、承認

を受けること。 

  ②業務受託者は、月毎の業務計画書に基づき、業務の進行管理を行うこと。 

（２）業務報告 

①業務受託者は、医事業務報告書を日次、月次及び年次毎に作成し、別表１のとお

り病院に提出すること。 

②業務受託者は、病院からの業務遂行に関する報告の要求に応じること。 
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（３）業務点検 

  ①業務受託者は、業務遂行について、法令等に従い、適正なマニュアル・フローに

基づいて処理されているかを定期的に点検し、点検終了後は、医事業務報告書に

記載し、病院に報告すること。 

  ②業務受託者は、業務の点検に基づいて業務の改善を行うこと。 

（４）業務引継ぎ 

①業務受託者は、従事者の変更が生じた場合は、業務引継ぎ及びマニュアル・フロ

ーに基づいて教育研修を行い、業務の継続性を確保し、業務及び患者サービスの

低下を招かないようにすること。 

②契約期間の満了又は契約の解除に伴い、業務受託者が変更となる場合は、業務受

託者は新たに業務を受託する者の業務遂行に支障が生じないよう、業務の内容、

数量、処理方法、処理経過、担当診療科及び病棟の業務の特性等を示した書類を

作成し、打合せ等の方法により病院及び新たに業務を受託する者が業務継続でき

るように引継ぎを行うこと。 

  ③業務受託者は、従事者の変更又は業務受託者間の引継ぎにより、業務遂行に支障

を生じさせること、又は病院職員に負担がかかることがないようにすること。な

お、業務受託者は、円滑、適正、かつ、確実に引継ぎが行われず業務遂行に支障

が生じた場合、病院に対してその損害を賠償すること。 

 

１９ 病院職員その他関係者との協力、連携 

（１）病院職員 

  ①病院と業務受託者の業務分担は別表３のとおりとすること。 

  ②業務受託者は、業務委託という契約形態を認識し、業務受託者の専門的知識、経

験及び責任により業務従事者を指揮命令して、業務遂行すること。 

  ③業務受託者は、病院に対して事前の業務計画及び事後の業務報告を徹底するとと

もに、その提出期限等を厳守すること。 

④病院からの依頼、要望に対しては、真摯で的確に対応すること。 

⑤業務受託者及び従事者は、病院職員と協力、連携して業務遂行すること。 

⑥病院職員との窓口は、原則、管理責任者が行うこと。 

（２）他の委託職員 

  ①業務受託者は、他の委託職員と協力、連携して業務遂行すること。 

  ②業務受託者は、業務遂行にあたり他の委託職員と相反する事項がある場合は、病

院に報告し、病院職員と協議の上でその解決にあたること。 

（３）医事会計システムメーカー等 

①医療情報システムの機能を充分に発揮できるよう病院職員及び医療情報システ

ムメーカー等と協力、連携して対応すること。 
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２０ 検査監督等 

（１）検査監督 

①業務受託者は、病院が行う作業現場の実地調査を含めた業務の検査監督及び業務

の実施に係る指示に従うこと。 

②業務受託者は、病院から業務の進捗状況の提出要求、業務内容の検査の実施要求

及び業務の実施に係る指示があった場合は、それらの要求及び指示に従うこと。 

（２）改善措置 

 ①業務受託者は、検査監督の結果、病院が不適当であると判断し、口頭又は文書に

よる改善の指示を行った場合は、直ちに改善の措置を講ずること。 

（３）調査協力 

  ①業務受託者は、病院が行う賃金の抜き取り調査に協力すること。 

  ②賃金の抜き取り調査の結果に基づき、病院から是正指導等を受けた場合は、誠意

を持って対応すること。 

 

２１ 事故発生時の報告及び対応 

（１）事故発生時の報告 

①業務受託者は、業務の実施に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったとき

は、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちに事故発生等報告書を作成し、

別表１のとおり病院に報告すること。 

②業務受託者は、事故発生等報告書を作成するいとまがない場合は、口頭による病

院への報告を優先し、事後に事故発生等報告書を作成すること。 

（２）事故発生時の対応 

  ①業務受託者は、事故発生時の対応方法を定めておくこと。 

  ②業務受託者は、緊急時の連絡体制を定め、緊急連絡網を別表１のとおり病院に提

出すること。 

③業務受託者は、業務上の事故（対人及び対物）により、病院又は第三者に損害を

与えた場合の賠償を目的とする損害賠償責任保険に必ず加入するものとし、保険

証書の写し等加入を証明する書類を病院に提出すること。業務委託契約期間中に

当該損害賠償責任保険契約を更新した場合も同様とする。 

 

２２ 災害発生等対応 

（１）災害発生時の対応 

①業務受託者は、災害発生時の対応方法を定めておくこと。 

②業務受託者は、災害発生時の連絡体制を定め、緊急連絡網を別表１のとおり病院

に提出すること。 

③業務受託者は、災害、医療情報システムのシステムダウン又は感染症発生若しく
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は病院に多数の患者の来院が想定される事案が発生した場合は、病院職員へ連絡

するとともに、速やかに従事者を災害等事案の状況又は業務の状況若しくは病院

からの要求に応じた業務に配置すること。 

④業務受託者は、災害、医療情報システムのシステムダウン又は感染症発生若しく

は病院に多数の患者の来院が想定される事案が発生した場合は、病院職員の指示

によりその対応にあたること。 

⑤業務受託者は、災害、医療情報システムのシステムダウン又は感染症発生若しく

は病院に多数の患者の来院が想定される事案が発生した場合は、業務を継続して

遂行するために、速やかに必要な人員を確保し、災害等事案の状況又は業務の状

況若しくは病院からの要求に応じて臨時的に業務従事者の増員配置を行うこと。 

⑥業務受託者は、大規模な災害又は感染症発生によって、病院に配置されている従

事者の対応能力を超える業務内容及び業務量が生じた場合又は従事者の死亡、疾

病その他業務遂行が不可能となった場合は、業務を継続して遂行するために、速

やかに他の地域から必要な人員を確保する等の応援体制を構築すること。 

（２）訓練等参加 

①業務受託者は、病院が実施する災害、医療情報システムのシステムダウン又は感

染症発生若しくは病院に多数の患者の来院が想定される事案の訓練や研修会に

従事者を参加させること。 

 

２３ その他 

この仕様書に定めのない事項については、病院と業務受託者で協議のうえ決定する。 
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別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 業務受託者は、この業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのな

いよう、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）第 2条第 1項

に規定されるものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関す

る法令及び新潟市保有個人情報の適切な管理のための措置に関する要領（令和 6 年 6 月

26日制定）を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２条 業務受託者は、この業務を実施するに当たって知り得た個人情報を他に漏らして

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（収集の制限） 

第３条 業務受託者は、この業務を実施するに当たって個人情報を収集するときは、この

業務目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければな

らない。 

 

（適正管理） 

第４条 業務受託者は、この業務を実施するに当たって知り得た個人情報の漏えい、故意

過失を問わず、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置

を講じなければならない。 

 ２ 業務受託者は、この契約を履行するに当たり、個人情報の管理責任者を選任し、事

務従事者の管理体制等必要事項について、病院へ書面で報告しなければならない。 

 ３ 業務受託者は、この個人情報取扱特記事項の遵守状況について、病院へ定期的に報

告しなければならない。 

 

（利用及び提供の制限） 

第５条 業務受託者は、病院の指示がある場合を除き、この業務を実施するに当たって知

り得た個人情報を業務の目的以外の目的に利用し、又は病院の承諾なしに第三者に提供

してはならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第６条 業務受託者は、この業務の履行に当たって病院から引き渡された個人情報が記録

された資料等を病院の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 
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（資料等の返還等） 

第７条 業務受託者は、この業務の履行に当たって病院から引き渡され、又は業務受託者

自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この業務終了後直ち

に病院に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、病院が別に指示したときは、その

指示に従うものとする。 

 

（従事者への周知） 

第８条 業務受託者は、この業務の履行に従事している者に対して、在職中及び退職後に

おいて、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、

又は業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要

な事項を周知するものとする。 

 

（実地調査） 

第９条 病院は、必要があると認めるときは、業務受託者がこの業務の実施に当たり、取

り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

 

（事故報告） 

第１０条 業務受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあること

を知ったときは、速やかに病院に報告し、病院の指示に従うものとする。 

 

（指示） 

第１１条 病院は、業務受託者がこの業務の履行に当たって取り扱っている個人情報につ

いて、その取扱いが不適当と認められるときは、業務受託者に対して必要な指示を行う

ことができる。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第１２条 病院は、業務受託者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認め

たときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

 

 



  

賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る 

特約条項第 1条第 1項に係る特記仕様書 

 

 

本委託業務は賃金の変動に基づく契約金額の変更に係る特約条項第 1 条第 1

項を適用する契約である。 

 

１ 変動の対象となる経費は、未履行業務に対応する直接人件費に相当する額

とし、本委託業務における直接人件費とは、受託者が本委託業務に直接従事す

る者に、本委託業務に従事した対償として支払う、労働基準法（昭和 22 年 4

月 7日法律第 49号）第 11条に規定する賃金をいう。 

なお、本委託業務に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働

保険等の事業者負担額及び児童手当拠出金等の法定福利費は、変動の対象とは

ならない。 

 

２ 本委託業務における賃金水準は、新潟県最低賃金（以下「最低賃金」という。）

とする。 

 

３ 本契約の変更金額は、本契約締結時に受託者から提出された契約金額内訳

書により算出する。 

 



書類名 記載内容 様式 提出期限

作業従事者名簿
従事者の氏名、生年月日、資格、常勤又はパートの区
分、配置担当業務、個人情報取扱の有無及び経歴

指定
業務着手前（従事者変更時
はその都度）

緊急連絡網 管理責任者等の緊急連絡網 任意
業務着手前（従事者変更時
はその都度）

組織図 従事者の担当業務及び配置 任意
業務着手前（従事者変更時
はその都度）

マニュアル・フロー マニュアル・フロー 任意
業務着手前（従事者変更時
はその都度）

月次業務計画書
当該月の業務計画（レセプト点検スケジュール、教育
研修スケジュールを含む。）及び業務体制、その他病
院指定事項

指定
当該月の前月20日（土日祝
日にあたる場合は翌営業
日）

医事業務報告書
（日報）

①日毎の従事者の勤務状況（タイムスケジュールを含
む。）、外来及び入院患者数、収納件数及び金額、文
書受付件数、報告事項（病院からの依頼、問い合わせ
事項、クレーム対応状況、業務点検結果等）、その他
病院指定事項
②予約センターにおける日毎の従事者の勤務状況（タ
イムスケジュールを含む。）、予約状況（新患、再
来、及び問い合わせ件数）、報告事項（病院からの依
頼、問い合わせ事項、クレーム対応状況、業務点検結
果等）、その他病院指定事項
③急患外来受付における日毎の従事者の勤務状況（タ
イムスケジュールを含む。）、急患外来患者数、収納
件数及び金額、文書受付件数、報告事項（病院からの
依頼、問い合わせ事項、クレーム対応状況、業務点検
結果等）、その他病院指定事項

指定 翌営業日

医事業務報告書
（月報）

外来、入院、急患外来患者数、予約センター予約状
況、収納件数及び金額、文書受付件数、入院・外来別
レセプト提出件数、金額並びに返戻、査定、未請求の
件数、金額及び査定率、未請求の理由、再審査の状
況、報告事項（病院からの依頼、問い合わせ事項、ク
レーム対応状況、業務点検結果等）、その他病院指定
事項

指定 病院が指定した日

医事業務報告書
（年報）

外来、入院、急患外来患者数、予約センター予約状
況、収納件数及び金額、文書受付件数、入院・外来別
レセプト提出件数、金額並びに返戻、査定、未請求の
件数、金額及び査定率、未請求の理由、再審査の状
況、報告事項（病院からの依頼、問い合わせ事項、ク
レーム対応状況、業務点検結果等）、その他病院指定
事項

指定
「新潟市民病院医事業務委
託契約」の報告書（年報）
に含めて報告

各種調定書類
各業務において調定した件名、件数、金額、請求相手
方、科目等の明細、その他病院指定事項、必要に応じ
て請求書の写しを添付

指定（一部
システム出

力）
病院が指定した日

諸証明書発行簿
収受日、患者番号、氏名、文書種別、依頼した診療
科、医師名、依頼日、処理日、交付日、医師への催促
の有無、その他事項

任意 病院が指定した日

窓口収納金振込通知書
窓口収納金振込通知書、納入通知書兼領収証書、収納
金の精査及び照合に使用した書類、自動精算機の収納
金の内訳を添付

指定（一部
システム出

力）
病院が指定した日

調定兼調定通知書兼収
入整理表

調定兼調定通知書兼収入整理表
指定（シス
テム出力）

病院が指定した日（窓口収
納金振込通知書と同時）

還付調書
還付調書・支払伝票、口座還付の場合は還付口座照会
書の回答を添付

指定（シス
テム出力）

病院が指定した日

還付リスト 返金一覧表等の還付に関するリスト
指定（シス
テム出力）

病院が指定した日（還付調
書と同時）

督促状 督促状
指定（シス
テム出力）

病院が指定した日

督促リスト
督促対象者一覧表、督促状発送止め等の督促に関する
リスト

指定（一部
システム出

力）

病院が指定した日（督促状
と同時）

催告書 催告書
指定（シス
テム出力）

病院が指定した日

催告リスト 催告対象者一覧表、催告に関するリスト
指定（一部
システム出

力）

病院が指定した日（催告書
と同時）

未収リスト 未収一覧表等の未収に関するリスト
指定（一部
システム出

力）
病院が指定した日

別表１　業務受託者が病院へ提出する書類
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書類名 記載内容 様式 提出期限

各種レセプト請求、返
戻、査定、未請求書類

レセプトの請求、返戻、査定、未請求、再審査請求、
請求漏れの状況等の件数、金額、率、原因、分析及び
対策、その他病院指定事項

任意 病院が指定した日

診療報酬算定項目点検
結果

診療報酬算定項目に関するマスタ、システム設定等の
点検結果

任意 点検実施後速やかに提出

診療報酬改定等に係る
情報収集及び分析並び
に影響度調査

①診療報酬改定等の情報収集及び分析の結果
②診療報酬改定に伴う影響度調査の結果

任意
①は随時、②は病院が指定
した日

医事会計システム点検
結果

医事会計システムの処理内容や運用方法の点検結果 任意 点検実施後速やかに提出

患者待ち時間及び業務
処理時間調査結果

①患者待ち時間調査の結果
②業務処理時間調査の結果

任意 調査実施後速やかに提出

他医療機関の業務運用
及び実績の調査結果

病院が要求した他医療機関の業務運用及び実績の調査
結果

任意 病院が指定した日

各種制度の情報収集及
び分析並びに疑義照会
並びに他医療機関の運
用方法の調査結果

病院が要求した
①各種制度の情報収集及び分析の結果
②各種制度を所管する県又は市町村等への疑義照会の
結果
③他医療機関の運用方法の調査結果

任意 ①～③病院が指定した日

医事統計及び実績

①月毎の医事統計
②年毎の医事統計
③随時の医事統計及び実績
④随時の医事統計以外の医事業務に関する統計及び実
績

任意（一部
システム出

力）
①～④病院が指定した日

各種調査や照会の回答
根拠の実績等

病院が要求した各種調査や照会の回答根拠となる実績
等

任意 病院が指定した日

保険DPC委員会議事録 返戻、査定の状況及び委員会の議事録 任意 委員会終了後速やかに提出

クレーム対応報告書
クレーム対応の発生日時、対応者、申立人の氏名、住
所、申立種類、苦情対象、クレーム内容、処理内容、
クレームの内容、原因がわかる書類を添付

指定
クレーム対応後速やかに提
出

教育研修報告書
教育研修の日時、場所、参加者、内容、教育研修に使
用した書類を添付

任意
教育研修実施後速やかに提
出

事故発生等報告書
事故の発生日時、場所、被害状況、対応状況、事故の
内容がわかる書類を添付

任意 事故発生後速やかに提出

対象感染症に係る
報告書

従事者の抗体価確認及びワクチン接種の有無 任意 病院が指定した日

議事録 会議、打合せ等の記録 任意
会議、打合せ後速やかに提
出

提案書 病院の経営改善及び業務改善の提案 任意 随時

その他報告事項 その他の報告 任意 随時

※業務内容、状況により記載内容、様式、提出期限は変更することがある。
※業務内容、状況により上表以外の書類の提出を求めることがある。
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区分 病院 業務受託者

事務室 ○

会議室 ○

更衣室及びロッカー ○

休憩室 ○

駐車場 ○

光熱水費 ○

事務室等清掃の経費 ○

机、椅子及び書棚 ○

医療情報システム機器、運用及び保守の経費（病院が所有又は賃借してい
るものに限る。）

○

医療情報システム以外のコンピュータ機器、運用及び保守の経費（病院が
所有又は賃借しているものに限る。）

○

事務用品等の経費（文房具、用紙等） ○

印刷製本の経費（帳票、パンフレット、チラシ等） ○

書籍購入の経費（医療保険制度、診療報酬請求関係等） ○

電話（内線及び外線） ○

ＦＡＸ（内線及び外線） ○

ＰＨＳ（内線） ○

院内メール（電子カルテの機能） ○

郵送及び宅配の経費 ○

給与等の雇用の経費（給与、諸手当、福利厚生費等） ○

被服の経費（購入、洗濯） ○

名札及びセキュリティカード ○

労働安全衛生の経費（健康診断、予防接種、マスク等の感染症対策用品） ○

教育研修の経費（病院外で行われる教育研修を含む。） ○

損害賠償保険に係る経費 ○

収納業務の経費（コンビニ収納業務委託料、クレジットカード納付手数料
及び集配金業務委託料）

○

つり銭用現金（両替手数料を含む。） ○

別表２　経費負担区分表

（１）病院と業務受託者の経費負担の区分は下表のとおりとすること。ただし、医事業務に

要なものについては、予算の関係上、用意するまでに期間を要する場合や用意できない場合
があるので注意すること。

のは除く。
（２）病院が経費負担するとしたもののうち、新規に購入が必要なもの又は高額な経費が必

使用するものに限るものとし、業務受託者の業務管理、教育研修、雇用管理等に使用するも



患者案内、誘導及び電話応対 ○
予約の取得 ○
新患及び再来の受付 ○
患者データ登録 ○
保険証等の確認 ○
文書等のスキャン及び管理 ○
診療券の発行 ○
公費負担医療制度の受付及び請求 ○
医療券及び対象患者の管理 ○
公費負担医療制度に関する調定及び収納管理 ☆ 調定に関するもの ○
交通事故、労災及び公務災害の受付及び請求 ○
対象患者の管理 ○
交通事故、労災及び公務災害に関する調定及び収納
管理 ☆ 調定に関するもの ○

留置又は収容若しくは犯罪被害の傷病患者の受付及
び請求 ☆ 協議が必要なもの ○

留置又は収容若しくは犯罪被害の傷病患者に関する
調定及び収納管理 ☆ 調定に関するもの ○

診断書及び証明書等文書の受付、作成及び交付 ☆ 諸証明書発行簿 ○

県又は市町村等からの文書記載依頼の受付及び処理 ☆ 諸証明書発行簿 ○

保険会社等の医師面談の受付及び処理 ○
個人情報開示請求の受付 ○ 　 △ 職員への対応引継ぎ

外来診療会計処理 ○
外来診療会計データ確認 ○
ＥＦファイル作成及び厚生労働省へのデータ提出 ○
入院診療会計処理 ○
入院診療会計データ確認 ○ ＤＰＣコーディングに関するもの ○
ＤＥＦＫファイル及び様式１、様式４作成及び厚生
労働省へのデータ提出

○ データ入力・確認 ○ データ入力・確認、作成、提出

Ｈファイル、様式３作成及び厚生労働省へのデータ
提出

○ データ作成 ○ データ提出

入院費のお知らせ及び退院証明書の配布 ○
窓口収納 ☆ 収納金に関するもの ○
自動精算機の操作案内及び管理 ○
クレジットカード納付 ○
金融機関納付及びコンビニ収納用納付書の発行及び
収納管理 ○

医業収益及び医業外収益の調定 ☆ 調定に関するもの ○

過誤納金の還付 ☆
還付に関するリスト、還付調書及び
還付口座照会書 ○

収納金、還付金及びつり銭の管理 ☆
窓口収納金振込通知書、調定兼調定
通知書兼収入整理表及び納入通知書
兼領収証書

○

患者に対する納付勧奨 ○ 納付相談を必要とするもの △
納付勧奨した上で納付相談を必要と
するものの職員への対応の引継ぎ

未収リスト、督促状及び催告書の作成 ☆
未収に関するリスト、督促に関する
リスト、催告に関するリスト、督促
状及び催告書

○

レセプトの作成 ○
☆ 点検スケジュール

○ 医師点検に関するもの

レセプト修正 ○
レセプト集計 ○
審査機関への提出及びレセプトオンライン請求 ○
返戻、査定及び未請求レセプト処理 ○
交通事故、労災及び自由診療分レセプト処理 ○
団体分医業収益の調定及び収納管理 ☆ 調定に関するもの ○
返戻、査定及び未請求の債権管理 ☆ ○
返戻、査定及び未請求等の請求精度向上の企画立
案、原因分析、報告及び対策 ☆ ○

診療報酬算定項目の管理、点検及び調整 ☆ 点検、内容精査の結果 ○
診療報酬請求の指導及び問い合わせ対応 ○

☆ 診療報酬改定影響度調査の結果

○ 施設基準の届出が必要なもの

医事会計システムマスタ管理 △ ○
債権管理システムマスタ管理 △ ○
レセプトチェックシステムマスタ管理 △ ○
調定システムマスタ管理 △ ○
健診システムマスタ管理 △ ○
医療情報システム等その他のシステムの連携及び検
証

△ ○

電子カルテの院内文書の管理 △ ○

医療情報システムの運用及び簡易保守 ☆ 医事会計システムの点検、内容精査
の結果 ○

医療情報システムの業務運用構築 △ 制度改正時のシステム改修対応に関
するもの ○

不具合及びシステムダウン時の対応 ○ 　 ○
患者及び来院者案内、誘導及び電話応対 ○
休診及び代診の連絡及び周知 ○

患者総合支援セン
ター業務

相談患者等の受付、誘導及び電話応対 ○

患者案内、誘導及び電話応対 ○
外来患者の受付 ○
保険証等の確認 ○
文書等のスキャン及び管理 ○
診断書等文書の内容確認 ○
外来診療会計処理 ○
外来診療会計データ確認 ○

別表３　業務分担表

業務内容

病院 業務受託者

○は担当、△は協力、☆は病院への
提出、承認又は決裁が必要なもの

○は担当、△は病院や他業者との協
力

医事課受付業務

諸法及び公費負担医
療制度処理業務

文書受付及び処理業
務

入院会計業務

収納業務

外来会計業務

レセプト処理業務

レセプト点検 ○

診療報酬改定対応 ○

医事会計システム等
マスタ管理及びシス

テム運用業務

総合案内業務

外来受付業務
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業務内容

病院 業務受託者

○は担当、△は協力、☆は病院への
提出、承認又は決裁が必要なもの

○は担当、△は病院や他業者との協
力

患者案内、誘導及び電話応対 ○
患者の受付 ○
保険証等の確認 ○
問診票及び同意書の記入有無の確認 ○
文書等のスキャン、CDの取込み及び管理 ○
診断書等文書の内容確認 ○
外来診療会計処理 ○
外来診療会計データ確認 ○
予約の取得、変更及び取消 ○
患者案内、誘導及び電話応対 ○
患者の受付 ○
保険証等の確認 ○
文書等のスキャン及び管理 ○
診断書等文書の内容確認 ○
外来診療会計処理 ○
外来診療会計データ確認 ○
予約の取得、変更及び取消 ○
患者案内、誘導及び電話応対 ○
人間ドック及び健康診断 ☆ 契約が必要なもの ○
各種検診 ☆ 契約が必要なもの ○
予防接種 ☆ 契約が必要なもの ○
妊婦・乳児健診及び精密健診委託料の請求 ☆ 契約が必要なもの ○
予防接種後健康状況調査 ○

団体分医業収益及び医業外収益の調定及び収納管理 ☆ 調定に関するもの ○

患者案内、誘導及び電話応対 ○
急患外来患者の受付 ○
保険証等の確認 ○
患者データ登録 ○
診療券の発行 ○
文書等のスキャン、CDの取込み及び管理 ○
診断書等文書の内容確認 ○
急患外来診療会計処理 ○
急患外来診療会計データ確認 ○
窓口収納 ☆ 収納金に関するもの ○
自動精算機の操作案内及び管理 ○
クレジットカード納付 ○
金融機関納付及びコンビニ収納用納付書の発行 ○
医業収益及び医業外収益の調定 ☆ 調定に関するもの ○
収納金及びつり銭の管理 ○

患者に対する納付勧奨 ○ 納付相談を必要とするもの △
納付勧奨した上で納付相談を必要と
するものの職員への対応の引継ぎ

新潟県広域災害・救急医療情報システムのデータ入
力、更新及び管理

○

休日及び夜間の災害発生等の緊急連絡 △ ○
患者の介助 ○ 　 ○
救急搬送時の対応 ○
患者案内、誘導及び電話応対 ○
入院患者の受付及び説明 ○
保険証等の確認 ○
患者データ登録 ○
リストバンドの発行 ○
入院日時の連絡 ○
入院患者照会の受付及び案内 ○
電話応対 ○
電話による予約の取得、変更及び取消 ○
患者データ登録 ○
委託業務の統括及び監督 ○
従事者の労務管理 ○
業務計画及び業務体制の策定 ☆ 業務計画及び業務体制 ○

業務報告及び事故発生時の報告 ☆
医事業務報告、随時及び事故発生時
の報告 ○

病院職員との連絡及び調整 ○

☆
他医療機関における業務運用及び実
績

☆
待ち時間調査、業務処理時間調査の
結果

☆ 病院の経営改善及び業務改善の提案

☆ 情報収集及び分析の結果

☆ 県又は市町村等への疑義照会の結果

☆ 他医療機関への調査の結果

業務運用構築及びマニュアル・フローの作成、管理
及び調整

☆ マニュアル・フロー ○

業務従事者の教育研修 ☆ 病院独自のもの ○
医事統計及び実績の作成 ☆ 医事統計及び実績 ○

☆ 回答の根拠となる実績等 ○
○ △ 患者調査の調査票記入等

○ △
患者満足度調査や各種アンケートの
調査票の配布、説明及び回収

○ △
病院視察、医療監視、医療機能評
価、指導又は監査の対応

関係機関に対する連絡及び報告 ☆ 各連絡又は報告に関するもの ○
文書管理 ☆ 患者へ交付する文書 ○

☆ クレーム対応報告 ○

○
医事業務以外のクレームに関するも
の △

医事業務以外のクレームの職員への
対応引継ぎ

委員会への出席及び情報提供 ○ △
運営支援、資料作成、情報提供及び
出席

患者以外の来院者対応 ○
駐車券無料化処理 ○
忘れ物及び落し物対応 ○ △ 忘れ物及び落し物の職員への引継ぎ

不審者等への対応 ○ ○ 　

画像診断受付業務

検査受付業務

健康管理受付及び請
求業務

急患外来受付業務

その他業務

入退院受付業務

予約センター業務

業務管理業務

クレーム対応

業務運用に関する情報収集、分析及び提案 ○

法令及び制度の情報収集及び解釈 ○

調査、照会及び視察等への対応
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別表４ 業務受託者が使用する領収印 

【現金領収印】 

 

 ●●●●●● 

      ＮＮ.ＮＮ.ＮＮ 

 収納事務受託者 

○領収 

 

・印の直径は３０ミリメートル 

・●には収納事務受託者名、ＮＮには領収年月日、○には収納窓口番号を入れること。 

 

 

 

【クレジットカード納付承認印】 

  

指定納付受託 

        ＮＮ.ＮＮ.ＮＮ 

 収納事務受託者〇 

 

 

・印の直径は３０ミリメートル 

・ＮＮには領収年月日、○には収納窓口番号を入れること。 

 


